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１　はじめに

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は，2020
年に世界各地で感染が拡大し「パンデミック」の状況

を呈している。世界主要都市でロックダウンが実施さ

れ，多大な社会的・経済的影響をもたらした。日本で

は１月16日に初めての感染事例が確認され1），流行が

発生した2）。２月27日には内閣総理大臣より３月２日

から全国の小・中・高校・特別支援学校の一斉臨時休

校を要請する方針が示された3）。さらに，日本政府は

４月７日に７都府県を対象に「緊急事態宣言」を発出

し，４月16日には全都道府県に拡大した。緊急事態宣
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COVID-19 spread worldwide in the first half of 2020, resulting in “pandemic”. The spread of COVID-19 has had an impact on 

early childhood education and care (ECEC) in many ways, according to domestic and international surveys. In this paper, we first 

summarize the situation of COVID -19 in Japan and overseas, focusing on ECEC. Then, we reviewed what effects of COVID-19 

are being considered in domestic and international surveys, including those conducted by the Center for Early Childhood 

Development, Education and Policy Research, to which the authors belong. The findings indicate that the conditions associated 

with COVID-19 affected the overall ecological system of ECEC both domestically and internationally. In particular, based on 

the results of the domestic survey, this paper summarizes the main contents that are shown in common for (1) ECEC practice, (2) 

management in ECEC settings, (3) relationship with families, and (4) measures taken by national and local governments. As future 

issues, it was pointed out that the long-term impact of the situation related to COVID-19 on children’s development should be 

examined, the purpose and value of ECEC practice and events that had to be changed due to the COVID-19 pandemic should be 

reviewed and examined, and the measures taken by national and local governments should be reviewed.
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言は５月25日に全面解除されたが，本論文執筆時点の

９月に入っても完全には収束せず，感染拡大防止対策

は継続されている。いまだ世界的にも感染者数が増加

している4）。

以上のようなCOVID-19の流行拡大は，保育・幼児

教育の現場にも様々な面で影響を与えていることが，

国内外の調査で明らかになってきている。本論文の執

筆者が所属する発達保育実践政策学センター（Cedep）
でも，緊急事態宣言中の2020年４月30日から５月12
日の期間に「保育・幼児教育施設における新型コロナ

ウイルス感染症に関わる対応や影響に関する調査」を

実施した。

本論文では，保育・幼児教育施設５）における

COVID-19に関わる対応や影響の実態について，上記

のCedepによる調査も含め，国内外の調査で何が検討

されているのかを整理する。COVID-19に関わる対応

や影響は，感染状況やそれに対応する社会の状況など

に応じて刻々と変化するものであり各調査結果を一般

化することは難しい。しかし，これらの調査は，未曽

有の事態における実態を捉えた歴史的資料として貴重

なものであり，収集・整理し，集約して提示すること

に意義があると考える。また，これらの調査で何が課

題として浮かび上がっているのかを検討することによ

り，「withコロナ」と呼ばれるCOVID-19との共存・共

生において，また，社会の考え方や仕組みに大きな変

化が生じるといわれる「afterコロナ」において何が必

要かを考えるための一助を得ることができると考え

る。

なお，本論文では2020年８月31日までに公表された

調査を対象とする。

２　COVID-19に関わる国内外の状況と本論文の目的

A　海外と日本の７月末までの感染状況
７月末までの海外と日本の感染状況，日本政府・地

方自治体の動き，保育に関わる通知・事務連絡等を時

系列にまとめた（表１）。調査時期における感染状況

と政府の動きを踏まえることで，当時の保育現場の状

況を理解するために参照されたい。

B　本論文の目的
本論文では，「はじめに」でも述べたように，2020

年８月31日までに公表された国内外の調査を対象に，

保育・幼児教育施設におけるCOVID-19に関わる対応

や影響の実態について何が検討され，示されたのかを

整理することを目的とする。

まず，海外のCOVID-19に関わる保育・幼児教育施

設の動向を取り上げる。国際機関による声明やガイド

ラインを収集したものを一覧にして示す。また，海外

で実施されたCOVID-19関連の保育・幼児教育施設に

関連する調査（保護者対象および保育施設対象）を収

集・整理し，何が検討されているかを簡潔に示す。

次に，国内のCOVID-19に関わる保育・幼児教育施

設の動向を整理する。保育・幼児教育施設に関わる政

府の方針について，内閣府，文部科学省（以下，文科

省），厚生労働省（以下，厚労省）による事務連絡・

通知を時系列にまとめた上で，国内のCOVID-19関連

の保育・幼児教育施設に関する調査において検討され

ている内容を項目ごとに整理する。

最後に，以上から示されたことをまとめ，今後の議

論の展望について考察する。

３　海外のCOVID-19に関わる保育・幼児教育施設の
動向

A　海外の国際機関および国・地域によるCOVID-19関
連の保育・幼児教育施設対象のガイダンス

COVID-19に関連して，各国・機関で保育・幼児教

育施設対象のガイドラインが作成されている。英語で

読めるものを中心に，一部，北欧のものや東アジアの

ものを検索し，2020年８月31日時点の検索結果を一

覧にした（表２）。本稿では，詳細の内容については

検討しないが，情報整理のため掲載する。発達保育実

践政策学センターのウェブサイト上に一覧とリンク先

のURLを掲載したため，実際のガイドラインを確認

したい場合は，そちらを参照されたい（http://www.
cedep.p.u-tokyo.ac.jp/covid-19-guidelines/）。

B　海外のCOVID-19関連の保育・幼児教育施設に関す
る調査

海外で実施されたCOVID-19関連の保育・幼児教育

施設に関連する調査（保護者対象および保育施設対

象）をインターネット上で検索し，2020年４月から８

月の間に刊行されたものについて，８月31日時点の検

索結果をもとに，調査概要および主な結果を整理した

（表３）。保護者対象の調査については，保護者の勤務

状況と保育のニーズなど，保育・幼児教育施設に関連

する内容のみ抜粋して，表中に記した。英語で読める

ものを中心に，中国・韓国・台湾・香港の調査につい

ても検索し，合計23本の調査が該当した。内容を整理
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したところ，【保護者の状況，保育ニーズに関する実

態調査】（11本），【子どもの家庭での学びの環境に関

する実態調査】（１本），【保育者の状況，認識に関す

る実態調査】（10本），【保育実践の内容に関する実態

調査】（１本）に整理された。

【保護者の状況，保育ニーズに関する実態調査】で

は，主に保護者の勤務状況，保育ニーズ，保護者の心

配事，保育の状況，登園再開に関する悩み，子育て支

援サービス等の利用，子どもの発達に関する心配，在

宅期間中の子どもの過ごし方，保育の状況に関わる保

護者のストレス，保護者の保育に関する認識，

COVID-19関連の情報収集，今後予想されるニーズな

どについて検討されていた。【子どもの家庭での学び

の環境に関する実態調査】では，家庭での学びの経験，

保育施設のプログラムへの参加，コロナ禍以降の遠隔

での学びの経験，コロナ禍での登園状況について検討

されていた。【保育者の状況，認識に関する実態調査】

では，開園状況，登園状況，財政状況（収支，保育料，

給与），職員の雇用，物資の不足，財政的支援，職員

のストレス，政府や自治体からの指示，今後の見通し

などについて検討されていた。【保育実践の内容に関

する実態調査】では，子どもの家庭での過ごし方と

ニーズ，コロナ禍での保育者と子どもの関わりのニー

ズ，保育施設からの情報発信，遠隔での（オンライン

での）保育などが検討されていた。

海外の調査の特徴を見ると，日本との共通の関心と

して，登園自粛中の子どもの発達への懸念，保育者の

負担やストレス，保護者との情報共有・連携などが取

り上げられていた。一方で，これらの調査が実施され

た国や地域では，ロックダウンによりきわめて限定的

に（エッセンシャルワーカーの子どものみを受け入れ

るなど）保育を実施している場合が多く，それによる

保護者のひっ迫した保育ニーズ，保育施設の財政状況

の懸念や保育者の雇用の問題などが取り上げられてい

た点が，日本の調査とは異なる特徴として挙げられ

る。特に財政状況に注目すると，日本の場合，臨時休

園中の施設型給付等について通常どおり支払われたこ

とや，小学校の子どもの保護者である保育士が出勤で

きなかった場合に，その給与に関して通常通り給付費

が支給されたことなど，公的な財政支援が整備されて

いた（内閣府等事務連絡「新型コロナウイルス感染症

により保育所等が臨時休園等した場合の「利用者負担

額」及び「子育てのための施設等利用給付」等の取扱

いについて」にかかるFAQについて」）。そのため，

日本のように公的な財政支援が整っていなかった国や

地域とは，保育・幼児教育施設を取り巻く状況は大き

く異なっていたと推察される。

なお，上記の実態調査以外にも，保育者のストレス

への介入研究（Natale et al., 2020; Chen et al., 2020）や，

オンライン保育に関する質的研究（Szente, 2020）な

ども実施されている。また，コロナ禍での環太平洋地

域の各国の状況がウェビナーで紹介されている

（UNESCO，UNICEF，ARNEC，ECWI，ISSA による

開催）。調査結果および主な結果の詳細については，

表３を参照されたい。

４　国内のCOVID-19に関わる保育・幼児教育施設の
動向

A　日本政府の事務連絡・通知
COVID-19の感染拡大に伴う保育・幼児教育に関わ

る対応について，厚労省，文科省，内閣府から多くの

通知や事務連絡がなされている６）。その中で，保育・

幼児教育施設の開園や運営に関わる主なものを表１に

時系列に記載した。なお，内閣府から発出されたもの

のうち，厚労省や文科省から出された通知や事務連絡

を認定こども園に周知する趣旨のものは含めていな

い。以下に発出された主な内容を整理する。

１月24日に文科省から「新型コロナウイルスに関連

した感染症対策に関する対応について（依頼）」が発

出された。また，１月29日には厚労省から「『新型コ

ロナウイルスに関するQ＆A』等の周知について」が

出され，１月31日に「保育所等における新型コロナウ

イルスへの対応について」が発出された。日本政府は，

国内で初めての感染事例が確認されて間もない早い段

階で保育における方針を示していたことがわかる。

２月18日には，文科省と厚労省の協議の上で「児童

生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の

対応について」「保育所等において子ども等に新型コ

ロナウイルス感染症が発生した場合の対応について」

を発出している（２月25日に第二報）。ただし，実際

の対応は個別の事案ごとに都道府県等との相談の上で

市区町村が判断することとされており，市区町村から

の情報提供や情報公開のあり方について保育現場との

葛藤や混乱が生じる場合もあったことが指摘されてい

る（新保・野澤，2020）。
２月27日には，３月２日から全国の学校の一斉臨時

休校を要請する方針が示された。これに対し，厚労省

は，保育所等について原則として開所するように依頼

した。また，文科省は，幼稚園を全国一斉休業の要請
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の対象外とした。内閣府も認定こども園を休業要請の

対象としないことを示した。

臨時休園等に伴う給付の取扱いに関しては，２月27
日に内閣府が発出した事務連絡において「臨時休園等

した特定教育・保育施設等については，保育の実施が

継続されているものとして，通常どおり施設型給付等

を支給する」と言及されている。また，３月４日に

FAQが出され，この中でも「出勤できなかった保育

士等の給与に関して通常通りの給付である」ことが示

されている。保育者の解雇等が問題となった他の国々

とは異なり，認可施設において，制度上は給付が通常

通り確保されていたことは押さえておく必要があるだ

ろう。

以上のように，日本政府は１月という早い段階から

多くの事務連絡や通知を発出し，方針を示していた。

しかし，現場への情報共有という面で混乱や不満を招

いた部分もある。次節では，現場の実態について調査

で何が示されているかを整理する。

B　国内のCOVID-19関連の保育・幼児教育施設に関す
る調査

国内で実施されたCOVID-19関連の保育・幼児教育

施設に関連する調査（保護者対象および保育施設対象）

をインターネット上で検索し，2020年４月から８月の

間に刊行されたものについて８月31日時点の検索結果

をもとに，調査概要および主な結果を整理した（表４）。

保護者対象の調査については，保護者の勤務状況と保

育のニーズなど保育・幼児教育施設に関連する内容の

み抜粋して表中に記した。合計11本の調査が該当した。

内容を整理したところ，【保護者の状況，保育ニーズに

関する実態調査】（２本），【子どもの家庭での学びの環

境に関する実態調査】（２本），【保育者の状況，認識に

関する実態調査】（７本）だった。調査を項目ごとに調

査開始時期順に並べた。以下にCedep調査で検討され

ている11の項目を取り上げ，複数の調査で共通に示さ

れていることを中心に概要を述べる。

１ ．運営状況

運営状況（開園状況，登園状況，職員の勤務状況）

については，調査５（私保連。４月23日～30日に実施：

勤務施設は保育所74.2%，幼保連携型認定こども園

19.8%など，役職は園長75.6%７）），調査６（Cedep。
４月28日～５月12日に実施：勤務施設は認定こども園

57.0%，認可保育所33.2%など，役職は園長39.4%，担

任24.5%など），調査８（認こ協。５月15日～６月６

日に実施：勤務施設は認定こども園100%），調査10
（私保連。調査５の第二弾。６月23日～30日に実施：

勤務施設は保育所72.6%，認定こども園24.1%など，

役職は園長71.5%），調査11（こども環境学会。７月

15日～８月15日に実施：勤務施設は保育所54.6%，認

定こども園25.6%，幼稚園18.7%）で調査されている。

これらの調査から，多くの保育・幼児教育施設で４～

５月の深刻なコロナ禍でも何らかの形で保育を実施し

ていたことや，緊急事態宣言解除後も，保護者に登園

自粛を依頼しながら保育を実施していた状況が読み取

れる。

具体的な数値を見てみると，調査５（私保連）では，

「完全休園」0.3%，「原則休園だが状況に応じて受入」

10.6%，「原則開園だが登園自粛を依頼」83.7%，「通常

通り開園・受け入れ制限なし」5.3%だった。

　調査６（Cedep）では，「完全休園」3.4%，「臨時休園，

開園しているが保護者に登園自粛を依頼するなど保育

を縮小」63.1%だった。緊急事態宣言の時期内容によ

るいずれの地域区分８）でも，「全面的に臨時休園」以

外の何らかの形で保育を実施しているとの回答が，９

割程度もしくは９割を超えた。登園状況については，

特定警戒都道府県では登園している園児の割合が通常

の４割以下との回答が全体の約９割を占めた。また，

新型コロナ以前と比べて，通勤しているのが職員全体

の約４割以下との回答は，４月７日緊急事態宣言の対

象７都府県では63.1%，４月16日特別警戒都道府県と

なった追加の６道府県では45.5%であった。

　調査８（認こ協）では，認定こども園について調査

している。開園状況は「平常通り開園」25.2%で７割

以上の園で何らかの措置が取られていたことが示され

ている。園児の出席率については，「出席率３割以下」

49.7％，「出席率５割以下」73.9％，「出席率７割以上」

11.2％，「通常と変わらない」7.4％であった。

　調査10（私保連）では，「原則開園だが登園自粛を

依頼」49.1%，「通常通り開園，受け入れ制限なし」

45.7%だった。出席率は「９割以上」68.4%，「７~９

割程度」26.2%だった。

調査11（こども環境学会）では，登園自粛中の登

園時割合は「１割以上３割未満」が最も多く31.1%，

次いで「３割以上５割未満」が29.6%であった。

２．感染予防・拡大防止のための対策

感染予防・拡大防止のための対策については，調査

６（Cedep。４月28日～５月12日に実施），調査７（看

護師連絡会。５月４日～15日に実施：勤務施設は保育
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所65%，認定こども園21%など，役職は看護職67%，

保育士27%），調査10（私保連。６月23日～30日に実

施），調査11（こども環境学会。７月15日～８月15日
に実施）で調査されている。これらの調査では，消毒

やマスクなど職員が実施する感染予防対策は非常に高

い割合で実施されている一方で，園児に関わる対策は

園の状況により対応が異なることが示唆された。保護

者会や職員の会議・研修での ICT活用はあまり実施率

が高くないことが示された。

まず，【職員が実施する感染予防対策】について，

調査６（Cedep）では，「園内の消毒の徹底」，「換気の

頻度を増やす」，「職員のマスク着用徹底」，「職員の手

洗い・手指消毒の徹底」を９割以上が実施していた。

調査７（看護師連絡会）では，職員のマスク着用に関

して「義務付けている」が９割程度だった。調査10（私

保連）では，「施設内の遊具・備品の洗浄や消毒」を

従来から実施が76%，今回から実施と一部実施を合わ

せると100%に近かった。以上のように職員が実施す

る感染予防対策はいずれも高い割合で実施されてい

た。

次に，【園児に関わる感染予防対策】について，高

い実施率だったのは，調査６（Cedep）では，「園児

の手洗い，検温」で８割以上だった。一方，「通常よ

りも少人数で過ごす」，「園児の手の消毒」は６～７割

程度であった。「園児のマスク着用」，「新型コロナや

その予防についての子どもへの説明」は，実施の割合

が５割を下回っていた。また調査10（私保連）では「小

集団での保育の実施」について尋ねたところ，従来か

ら・今回から・一部実施を合わせて77%であった。以

上のように，園児に関わる感染予防対策は，乳幼児の

発達と関連して徹底が難しい場合があり，園の状況や

考え方などによっても対応が異なることが示唆され

た。

【保護者会や会議・研修への ICT活用】に関しては，

調査６（Cedep）の結果においては，実施の割合が低

く２割以下にとどまっていた。調査10（私保連）で

も実施率は低かった。

なお，調査11（こども環境学会）では，休園期間

終了あるいは登園自粛期間終了後の対応の変化につい

て尋ねている。外遊びは「これまで通り／制限はある

が積極的に実施」が合わせて93.4%だった。「遊び込

む保育の制限」「こどもとのスキンシップの減少」「子

ども同士のスキンシップの減少」については，「そう

思う」が３～４割みられた。今後，その影響について

注視が必要であろう。

３．職員のストレス（緊張，不安等）

職員のストレス（緊張，不安等）に関しては，調査

６（Cedep。４月28日～５月12日に実施），調査８（認

こ協。５月15日～６月６日に実施），調査９（保育協

議会・保育士会。５月18日～26日に実施：勤務施設は

保育所が70%，認定こども園が30%），調査11（こど

も環境学会。７月15日～８月15日に実施）で調査され

ている。これらの調査では，職員のストレスの状況と

その要因が明らかにされている。

【職員のストレス】に関して，調査６（Cedep）では，

通常よりもストレスが高まっていると感じられる職員

の割合が１割未満から９割以上まで回答にばらつきが

あった。その中で，コロナ禍以前よりもストレスが高

まっている職員が９割以上いると回答した人が２割以

上であった。調査８（認こ協）では，職員の状況につ

いて「現在のところ大きな変化はない」23.5%と「現

状に配慮しながらも前向きに取り組んでいる」34.4%
が合わせて６割程度であり，「いつ感染者が出るかわ

からず常に緊張している」は16.1%だった。調査11（こ

ども環境学会）では，コロナ対策で保育者は疲弊して

いると思う割合が約７割だった。このように，ストレ

スが高まっている職員が多いとする回答とそれほど多

くないとする回答にばらつきがあった。また，普段と

変わらない，前向きに取り組んでいるとの回答も一定

数あった。精神安定を保ちながら目の前の保育に取り

組もうとしていた場合もあることが考えられる。

次に，【ストレスの要因】に関して，調査６（Cedep）
では，職員が負担を感じていることについて尋ねたと

ころ，保護者対応が「やや負担である」と「とても負

担である」を合わせて６割程度と割合が高かった。ま

た，回答者自身について「やや負担である」と「とて

も負担である」を合わせた割合が高かったのは「物資

の確保（マスク，消毒等）」68.7%で，次いで「情報

の不足・不確かさ」61.4%，「保護者対応」60.3%であっ

た。また，調査９（保育協議会・保育士会）では，保

育士等の現場のストレス要因を尋ねたところ，「３つ

の密が避けられず，子どもや保育者に感染リスクがあ

ること」90.0%で割合が最も高く，次いで「感染の予

防が十分にできないこと（マスク・消毒液等の衛生用

品の不足）」65.2%，「安全な保育の方法がわからない」

43.0%，「利用を控えている子どもや保護者の支援に

関すること」41.6%だった。自由記述で尋ねている調

査８（認こ協）でも，「感染予防や保護者対応でスト

レスを抱えている職員がいる」ことが挙げられてい
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た。以上のように感染リスクを抱えて保育にあたらな

ければならず，加えて物資や情報の面での不足・不確

かさがあり，さらに保護者に自粛や感染予防対策を求

めなければならないことが職員の負担になっていた可

能性が示唆された。

４．職員の労務管理・職場環境

職員の労務管理・職場環境に関しては，調査５（私

保連。４月23日～30日に実施），調査６（Cedep。４月

28日～５月12日に実施），調査９（保育協議会・保育

士会。５月18日～26日に実施），調査10（私保連。６

月23日～30日に実施），調査11（こども環境学会。７

月15日～８月15日に実施）で調査されている。これら

の調査から，職員の労務管理・職場環境に関して，地

域や勤務形態，調査時期によって違いがあることが示

唆されている。

職員の勤務の扱いに関して，調査９（保育協議会・

保育士会）では，73.3%と多くの園が「勤務体制（シ

フト）の見直し」を行ったことが示された。調査６

（Cedep）では，通勤していない職員の勤務の扱いに

ついて検討したところ，地域区分８）と勤務形態によ

り違いがみられた。地域区分１の常勤職員では在宅勤

務の割合が６割で最も高く，区分２の常勤職員では在

宅勤務と特別休暇扱いが約４割で拮抗していた。区分

３ではいずれの勤務形態でも有給扱いが約４割で割合

が最も高かった。

一方，調査６（Cedep）では，休暇中の職員の所得

補償に関しても調査している。その結果，「10割」の

場合が，常勤職員で78.7%，フルタイム非常勤で

63.7%，パートタイム職員で49.0%と勤務形態による

違いがみられた。先述のように内閣府から出された

FAQの中で給付が通常通りであることが示されてお

り，休暇中の所得補償が10割でないことには課題があ

る。ただし，このFAQを「知っている」という場合

について，４月22日時点の状況をまとめた調査５（私

保連）では74.1%だったが，６月23日～30日に実施さ

れた調査10（私保連）では94.8%と割合が増加してい

た。調査６の結果はメディアに取り上げられた他９），

FAQも何度か加筆され，この間に周知が図られた可

能性が考えられる。

　調査５（私保連）と調査10（私保連）では，通常

保育と並行して新型コロナウイルス感染症への各種対

策を行う人的余裕を尋ねている。４月22日時点の状況

をまとめた調査５では「適正である」43.4%，「ギリ

ギリである」31.1%だったが，６月23日～30日に実施

された調査10では，「適正である」36.7%，「ギリギリ

である」43.0%と割合が逆転している。この理由とし

て，緊急事態宣言解除後に通常開園へシフトし，平常

時の登園状況になったことに加え，感染症対策の業務

が必要となり，人員の余裕がなくなったと考察されて

いる。調査11（こども環境学会）でも登園自粛期間

中の少人数体制で「手厚い対応ができた」が76.6%だっ

た。通常開園の状況で感染予防対策が中長期的に継続

することがもたらす現場への負荷についても注視し，

対策や支援を検討する必要があると考えられる。

５．保護者自身の認識

調査対象が保護者の調査で，園に関することについ

ては，調査１（Cedep。４月28日～５月12日に実施），

調査２（認こ協。５月15日～６月６日に実施），調査

４（成育。４月30日～５月31日に実施）で調査されて

いる。その結果，子ども自身への心配の他，自粛への

不安や不満の声もあげられた。先述のように多くの園

が開園していたものの，特に感染拡大地域では園が休

園したり，自粛せざるを得ない場合もあり，在宅勤務

と子育ての両立や預け先の確保に保護者が困難さを感

じていた場合も多かったことが示唆される。

　調査１（Cedep）では，今後，幼稚園や保育所，認

定こども園が再開した場合の子どもの反応（回答者の

最年少の子ども）について尋ねたところ，「登園・登

校しぶりを示す」30%，「園の生活への適応に困難が

生じる」16%，「すぐには登園・登校を再開できない」

９%だった。

　調査２（認こ協）では，保育・幼児教育施設や子育

て支援事業等を利用している人の利用状況について尋

ねた。「自主的に休んだ」37.4%，「利用日数を減らし

て利用」28.7%，「通常通り利用」20.5%，「利用できる

条件が限られて希望通り利用できなかった」10.2%と

続いた。自主的に子どもの感染リスクを減らす家庭が

あった一方，保育の縮小方針により，希望通り登園で

きなかった保護者からは不満や他の預け先を探したこ

とが自由記述から示唆された。幼児教育・保育施設や

子育て支援事業などからの支援としては，「新型コロ

ナウイルス対策についてのガイドラインやお便り等」

76.6%，「教材配布・配信」29.0%，「オンラインの保育

や活動」14.6%，「園庭開放」8.0%であった。また「不

安や悩みを聞いてくれた」5.5%，「電話で相談」4.3%と，

施設が保護者の不安に寄り添っていたこともわかっ

た。自由記述にて施設等への対応で困っていることや

要望について，700件近い回答があった。内容は，登
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園自粛の運用上の問題や自粛が長引くことへの不安や

心配，施設等からの情報提供がないことへの不満や不

安，幼稚園利用と保育園利用（１号認定と２・３号認

定）との対応の違い，在宅勤務やテレワークの苦労と

施設側の無理解，登園自粛中の給食費や教材などの費

用徴収への不満，マスクの着脱に関する疑問といった

ことに対する意見が数多く見られた。

　調査４（成育）では，知りたいことや必要なことを

尋ねた自由記述の中に，保育園の休園や自粛に対して

納得いかない，エッセンシャルワーカー優遇の縮小保

育への不満，通常の支援や子どもの預かり先が得られ

ない，親のメンタルヘルスの維持のためにも子どもと

離れる時間が必要，短時間の預け先がない，といった

子育て支援施設の利用がままならない状況への不満や

在宅勤務と子育ての両立の困難さ，育児休業中の家庭

での混乱に関する記述があった。また，保育園の先生

や友達とオンラインでの交流を求める記述もあった。

６．保護者への対応・子育て支援

園の保護者への対応や子育て支援に関しては，調査

６（Cedep。４月28日～５月12日に実施），調査８（認

こ協。５月15日～６月６日に実施），調査10（私保連。

６月23日～30日に実施），調査11（こども環境学会。

７月15日～８月15日に実施）で調査されている。これ

らの調査の多くが登園していない家庭への対応につい

て検討したところ，電話やメールでの連絡や，園だよ

りなどの郵送の割合が高かった。動画配信も１～２割

程度はみられ，新たな試みとして実施した場合が一定

数あったことが示唆される。一方，特別な配慮を要す

る家庭については，割合は高くないものの「状況を把

握していない」，「特に対応していない」という場合も

みられた。特別な配慮を要する家庭については特に，

登園していない場合でも園とのつながりを保てる配慮

が必要だと考える。

まず，調査６（Cedep）では，登園していない家庭

への対応として行われていたのは「電話連絡」65.5%，

「ICTツールを活用した連絡」59.8%，「家庭向けの動

画配信」25.2%だった。登園していない家庭の安否確

認に関しては「全家庭に安否確認を実施している」

49.6%，「心配な家庭のみに実施している」18.2%で

あった。「特に実施していない」は25.1%であった。

登園していない家庭のうち，特別な配慮を要する園児

の家庭や，高い育児ストレス・子どもへの不適切なか

かわりなどが心配される家庭の現状把握については，

「しっかり把握している」と「概ね把握している」が

合わせて73.0%であり，「少し把握している」と「まっ

たく把握していない」が合わせて27.0%であった。具

体的な対応について尋ねたところ，最も多い対応は，

「定期的な電話連絡」54.7%だった。園からの連絡以

外には，「必要時・緊急時における子どもの園での特

別受け入れ」35.4%，「自治体や専門機関との連携・

連絡」25.7%なども行われていた。ただし「特に対応

していない」も１割を超えていた。

　調査８（認こ協）では，休園等で欠席や休みが多い

園児への対応について「電話連絡を行い，園児と保護

者の健康確認等を行う」45.0%，「SNSを活用し，園

内外の情報を共有している」21.6%，「YouTubeチャン

ネルなどを開設し情報を共有している」11.1%だった。

　調査９（保育協議会・保育士会），において，登園

を控えている子どもや保護者に対して取り組んでいる

ことが「ある」との回答は，緊急事態宣言継続の保育

所等で81.1%であり，緊急事態宣言解除の保育所等で

71.4%であった。具体的には，「電話による状況の確

認」84.7%，「メールによる連絡・広報活動」45.4%，「園

通信，園だよりなどの広報誌を送付（郵送）」40.5%，

「園ホームページ，ブログ，フェイスブック，インス

タグラム等のインターネットを活用した情報提供」

36.2%の順で回答割合が高かった。

　調査10（私保連）では，登園自粛家庭に行った関

わりや支援について「電話・メール等での安否確認」

73%，情報発信については「紙媒体」69%，「HP」

32%，「アプリ」30%，「動画」12%の他，電話等での

相談窓口の設置22%，要保護家庭に対する特別な支援

28%であった。これらの対応については特に感染者が

多い地域で実施率が高かった。

　調査11（こども環境学会）では，休園中あるいは登

園自粛中の保護者の連絡方法について「紙による手紙

配布」73.3%，「メール」64.5%，「電話」61.2%だった。

なお，調査８（認こ協）は，地域子育て支援事業に

ついても尋ねている。「自主的に全面中止」と「市区

町村の要請により中止」を合わせて72.5%であり，中

止せざるを得ない場合も多かったことがわかる。一方

で，「一部規模を縮小して実施」，「通常通り実施」を

合わせて27.5%であった。また，子育て支援に自主的

に取り組み始めた園（132園）のうち，「園の開放をし

ている」と「園庭の開放をしている」をあわせて

32.6%だった。Cedepの保護者調査では，緊急事態宣

言中の多くの保護者の精神的健康がかなり低いレベル

であったことが示されている。家庭で子育てをしてい

る保護者が孤立しないよう，拠り所となる支援の場を



552 東京大学大学院教育学研究科紀要　第  60  巻　2020

確保することは重要な課題であると考える。

７．自治体・国の施策や対応

自治体・国の施策や対応等については，調査５（私

保連。４月23日～30日に実施），調査６（Cedep。４月

28日～５月12日に実施），調査８（認こ協。５月15日
～６月６日に実施），調査10（私保連。６月23日～30
日に実施）で調査されている。これらの調査では，自

治体の方針や対応ついての課題や要望，国の施策の認

知度が検討されている。

自治体の方針に関して，調査６（Cedep）では「保

護者の登園自粛の方針が示された」との回答は全体の

93.6%であり，緊急事態宣言後にその方針が示された

場合は，「遅すぎる」が56.1%だった。自由記述では，

「自治体の決定や対応・情報発信が遅い・わかりにく

い」ことや，「国の方針と自治体の方針・対応の齟齬」，

「自治体間の方針・対応の間の齟齬」，「休業について

学校との齟齬」への疑問や不満など，課題が多く挙げ

られていた。調査８（認こ協）では，自治体，保健所

と協力して取り組んでいる対応策について自由記述を

求めている。行政から感染対応についての文書配信や

物資の確保等について協力を得ることができたとする

回答がある一方で，情報共有がスムーズに行っていな

いとする回答も一部みられた。

国の施策である「保育所等におけるマスク購入等の

感染拡大防止対策に係る支援」（厚労省より３月10日
発出）について，４月22日時点の状況をまとめた調査

５（私保連）では，「今まで知らなかった」が26.1%，「活

用した」が39.6%であった。５月15日～６月６日に実

施された調査８（認こ園）では「申請し，助成を受け

た（受ける予定）」76.0%，「あったことを知らなかった」

10.6%だった。一方，６月23日～30日に実施した調査

10（私保連）では，「保育所等におけるマスク購入等

の感染拡大防止対策に係る支援」（厚労省より４月30
日発出）について「知っており，この施策の助成を受

ける（既に受けた）」が75.4%と高い割合だったが，「今

まで知らなかった」も9.1%であった。時間の経過に

伴って国の施策の周知が進むものの，６月後半の時点

でも約１割が知らないと答えていた。すべての園に情

報が迅速かつ確実に届くための仕組みづくりが必要で

あることが示唆される。

８ ．新型コロナ対応に関する相談や情報交換，もっと

知りたい情報

新型コロナ対応に関する相談や情報交換，もっと知

りたい情報について，調査６（Cedep。４月28日～５

月12日に実施）で調査されていた。今後の見通しが立

たない中で，方向性や可能性を示してほしいという現

場の声を反映する結果だった。

　調査６（Cedep）では，全役職を対象に，2020年５

月現在あるいは今後，もっと知りたい新型コロナに関

する情報としては，「完全に収束していない中での保

育のあり方」が最も多く，全体の83.6%が選択してい

た。今後，いつ収束するかの見通しも不確かな中，新

型コロナ以前とは異なる保育のあり方が模索されてい

ることが分かる。また，回答者の４割以上が，「子ど

もの不安やストレスへの対応」46.5%，「職員の労務

管理や園の経営」45.2%，「保護者への情報提供の内容」

43.6%について知りたいと回答した。さらに，国や自

治体の「新型コロナ対応の方針やあり方」国：

37.8%・自治体：42.0%）を知りたいという回答も４

割程度であった。

９ ．新型コロナに関わる対応で，大変なこと・困った

こと

新型コロナに関わる対応で，大変なこと・困ったこ

とについては，調査５（私保連。４月23日～30日に実

施），調査６（Cedep。４月28日～５月12日に実施），調

査８（認こ協。５月15日～６月６日に実施），調査10（私

保連。６月23日～30日に実施），調査11（こども環境学

会。７月15日～８月15日に実施）で調査されていた。

これらの調査では，感染予防対策と保育のバランス，

物資の不足や見込み，関係者に体調不良や濃厚接触者

が出た場合の対応，保護者との認識のずれなどについ

て，負担や困難感を抱いていたことが示唆された。具

体的な結果を，以下に記載する。

　調査５（私保連）では，選択式（複数回答）の設問

で，多かった順に，「衛生物資の不足」66.8%，「登園

自粛に関する保護者との認識のズレ」59.4%，「今後

の運営（法人運営，会計，行事など）に見通しが立た

ない」45.4%，「衛生管理と通常保育のバランス」

45.0%，「園児の家族が濃厚接触者となった場合の園

児の受入の可否」42.8%，「感染予防のための職員の

行動制限」41.5%などであった。

　調査６（Cedep）では，自由記述回答からボトムアッ

プに作成したカテゴリで，記述の多かった順に「保護

者との認識の温度差」24.2%，「感染対策の負担・限界」

20.2%，「園での従来とは異なる保育の実施」15.7%，「感

染への不安・体調不良や感染発生時の対応」15.0%，「感

染予防のための物資の不足」11.4%，「職員の勤務調整・



553保育・幼児教育施設における新型コロナウイルス感染症に関わる対応や影響についての検討

給与・職務内容」9.0%などが挙げられていた。

　調査８（認こ協）では，自由記述から主な記載事項

を掲載しており，保育が３密を避けられないことの感

染リスク，マスク着用の必要の有無や熱中症の問題，

衛生や消毒の物資の不足，今後の見通しの不明さ，何

を注意したらよいかを知りたいなどが挙げられてい

た。

　調査10（私保連）では，選択式（複数回答）の設問

で多かった順に，「衛生管理と通常保育のバランス」

62.9%，「衛生物資の不足」42.9%，「感染予防のための

職員の行動制限」38.7%，「園児自身の健康状態による

受入の可否」35.9%，「園児の家族が濃厚接触者となっ

た場合の園児の受入の可否」35.4%，「登園自粛に関す

る保護者との認識のズレ」31.0%などであった。

　調査11（こども環境学会）では，選択式（複数選択）

の設問で多かった順に「対応に追われ，職員の負担が

増加している」57.9%，「マスクや消毒液など対策に

必要な備品の確保に支障がある」34.1%，「保護者対応」

24.5%，「園児の指導よりも，対策が中心となっている」

21.2%などであった。

10 ．新型コロナに関わる対応で，工夫したこと・新た

に導入したこと

新型コロナに関わる対応で，工夫したこと・新たに

導入したことについて，調査６（Cedep。４月28日～

５月12日に実施），調査８（認こ協。５月15日～６月

６日に実施）で調査されていた。これらの調査では，

感染症対策やその物資の確保，従来とは異なる保育の

実施，在宅家庭への保育などが挙げられていた。子ど

もとの濃厚接触が前提となる保育と感染予防との兼ね

合いを模索しながら，保育の取り組みや保護者との意

思疎通に関して工夫されていた。また，ICTツールの

活用も挙げられていた。

　調査６（Cedep）では，自由記述回答からボトムアッ

プに作成したカテゴリで記述の多かった順に「手洗い

や消毒，検温，換気等の徹底」25.4%，「在宅家庭へ

の保育」21.3%，「保護者とのコミュニケーション」

21.3%，「感染予防のための物資の確保・設備の導入」

17.1%，「職員の情報共有・認識共有」13.0%，「園で

の従来とは異なる保育の実施（遊び）」9.9%などであっ

た。

　調査８（認こ協）では，自由記述から主な記載事項

を掲載しており，３密の回避が困難な状況の中，可能

な範囲で感染対策を進めていること（検温や手指消

毒，マスク着用，活動，食事，睡眠などを時間差に行

う，少人数での環境を分けた保育など）や，登園自粛

への対応として ICTの活用や在宅での子育て支援（例

えば，動画配信，ホームページの活用，電話連絡，ド

ライブスルー方式の配布）などが挙げられていた。

11 ．新型コロナが問題化する前と比べて，問題が落ち

着いた後に，変化すると思うこと

　新型コロナが問題化する前と比べて，問題が落ち着

いた後に，変化すると思うことについて，調査６

（Cedep。４月28日～５月12日に実施）で調査されてい

た。

調査６（Cedep）では，選択肢から３つ選択する形

式で，多かった順に，「衛生管理のあり方」45.0%，「行

事のあり方」44.3%，「保育環境のあり方」23.7%，「職

員間の情報共有・会議のあり方」21.2%，「保育内容・

保育のあり方」20.0%，「感染予防のための物資の確保・

設備の導入」17.1%であった。最多の「行事のあり方」

については，自由記述の中で行事の意義，目的や方法

の見直しが記されていた。これまで自明視してきたこ

とを問い直す機会となると考えられる。「衛生管理の

あり方」については，感染予防のための衛生管理が徹

底される中，感染予防についての意識が高まり日常化

することが書かれていた。ただし，衛生管理徹底のた

めの業務量増大や子どもの抵抗力の弱まり等が懸念事

項として挙げられた。他にも，前節の「新型コロナに

関わる対応で，工夫したこと・新たに導入したこと」

にも書かれていたように，感染予防を行いながら，保

育環境や保育の内容・方法が変化すると思うという回

答も寄せられた。保育環境に関しては，過去の一斉保

育的な保育環境に逆戻りすることや，地域に根差した

保育を目指しているが，外部との接触に慎重になるこ

となどの懸念も表明されていた。

感染予防を考えた環境構成，人の配置，送迎方法な

ど，方法論の検討が進む一方で，子どもや保育につい

て大切にしてきた価値や，描いていた未来はどのよう

なものだったかを，改めて考えていく必要があるので

はないだろうか。

５　総合考察

A　本論文のまとめ
本論文では，国内外の調査を対象に保育・幼児教育

施設におけるCOVID-19に関わる対応や影響の実態に

ついて何が検討され，何が示されたのかを整理した。

国内外の調査でCOVID-19の感染拡大とそれに伴う
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社会状況の変化が保育・幼児教育に与える影響は広範

に及んだことが示されている。保育について生態学的

アプローチ（Bronfenbrenner, 1979）の観点からみると，

保育実践というミクロな文脈だけではなく，園の実施

運営や家庭との関係，自治体・国の制度・政策等のマ

クロな文脈を考慮する多層的なシステムモデルが導か

れる（European Commission, 2011; 野澤・淀川・高橋・

遠 藤・ 秋 田 , 2017）。 国 内 外 の 調 査 結 果 か ら は，

COVID-19に関わる状況がこのシステム全体に影響を

及ぼしていたことがわかる。以下に①保育の実践，②

園の実施運営，③家庭との関係，④自治体・国の対応

について，国内調査において共通して示された主な内

容をまとめる。

まず，①保育の実践に関わる内容である。第一に，

保育を行うにあたり多様な感染予防対策が行われてい

た。特に職員のマスクや消毒など，職員が実施する対

策に関しては非常に高い割合で実施されていた。一

方，子どものマスクや少人数での保育など子どもが関

わる対策は，園の状況や考え方とも関係するものであ

り，園により異なる対応がなされていることが示唆さ

れた。

第二に，保育の実践においては，感染予防対策を

行ったとしても乳幼児の発達特性から密を避けること

ができず，感染リスクをゼロにすることができないこ

とに対して保育者が不安や困難感を覚えていることが

示された。いつ収束するかの見通しが持てない中で，

感染予防対策と子どもの発達保障とのバランスをどの

ように考えたらよいかが，保育現場に難しい課題とし

て課せられていることが窺われた。

一方，COVID-19への対応をきっかけに，従来とは

異なる保育を実施するという場合がみられた。行事の

中止や縮小により，改めて行事の意義，目的や方法の

見直しがなされたとする声もあった。これまで当たり

前に行ってきたことを見直し，何が大切かという意義

や価値を問い直し新たな方法を模索する機会にもなっ

た可能性が示唆された。

次に②園の実施運営に関わる内容についてである。

職員が高いストレスを経験している場合もみられた

が，困難な状況においても，精神安定を保ちながら目

の前の保育に取り組もうと尽力して場合もあることが

窺われた。ストレスや負担の要因としては，感染リス

クを抱えての保育，物資や情報の面での不足・不確か

さ，保護者対応が挙げられた。また，緊急事態宣言解

除後に通常開園となり，子どもの人数が戻ってからの

方がむしろ人的余裕がなくなる場合もみられた。通常

の多忙さに加えて感染予防対策が継続することの負担

が大きいことが考えられる。

一方，臨時休園や保護者の登園自粛に伴い休暇中の

職員の所得補償をどうするかという課題が生じた。そ

の割合が10割でない場合があり，それも常勤職員・フ

ルタイム非常勤・パートタイム職員で違いがみられる

ことが示された。ただし，実施時期の異なる調査から，

給付が通常通りであることについて周知が進んだこと

も示されており，所得補償の状況が改善した可能性も

考えられる。海外の調査では，保育施設の財政状況の

懸念や保育者の解雇の問題があることが示されてい

た。保育施設の経営を安定的に支える日本の制度を守

るためにも，通常通りの給付がきちんと職員に支払わ

れたかについての実態調査を行い，払われていない場

合があれば原因究明と適切な対応を行うことが必要で

あろう。

次に③家庭との関係についてである。多くの園が緊

急事態宣言中も何らかの形で開園しており，園が親を

支える重要な役割を果たしていることが改めて示され

た。ただし，保護者からは，自粛への不安や不満の声

もあげられた。特に感染拡大地域では園が休園した

り，自粛せざるを得ない場合もあり，在宅勤務と子育

ての両立や，預け先の確保に困難さを感じていた保護

者も多かったことが示唆される。

一方で，登園を控えている保護者・子どもに対して

は，多くの園が電話やメールでの連絡，園だよりの郵

送等により，繋がりを維持しようとしていた。動画配

信も新たな試みとして実施した場合が一定数あったこ

とが示された。なお，調査８（認こ協）では，子ども

や保護者に寄り添う多様な対応の事例についてまとめ

ている。また，文科省も「新型コロナウイルス感染症

への対応のための幼稚園等の取組事例集」を公表して

いる。今後，家庭とのかかわりについても新たなあり

方が模索されることが考えられる。

④自治体・国の対応についてである。日本政府は，

１月という早い段階から状況に応じて多くの事務連絡

や通知を発出し，方針を示していた。しかし，調査で

は「知らなかった」という場合がみられ，自治体の対

応が遅い，わかりにくいといった声も挙げられていた。

また，「国の方針と自治体の方針・対応の齟齬」，「自

治体間の方針・対応の間の齟齬」，「休業について学校

との齟齬」などへの疑問や不満が多く挙げられてい

た。都道府県や市区町村の判断に任される部分があっ

たことや，学校と保育・幼児教育施設で休業に関する

対応が異なっていたこと等によって，現場の混乱や不
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満を招いたことが示唆される。

B　今後の議論に関する展望
以上においても今後の課題について述べている部分

があるため，ここではこれまでに述べていない点を中

心に今後議論すべき課題として考えられる点を挙げ

る。

第一に，COVID-19に関わる状況がもたらす，子ど

もの発達への影響についてである。保護者調査におい

ては，コロナ禍での子どもの生活や状態の変化につい

ても調査結果が示されている。例えば，調査 １

（Cedep），調査２（認こ協），調査４（成育）では，

スクリーンタイムが増えたり，外遊びが減ったりと

いった生活の変化が示されている。また，調査１では，

いらいらしたり不機嫌だったりする子どもも３割以上

いるということが示されている。これらの調査は，４

月～６月の時期に実施されたものであるが，こうした

傾向が一時的なものなのか，継続しているものなのか

について，みていく必要があるだろう。一方，調査11
（こども環境学会）では，園児の生活習慣の醸成や人

とのかかわり方などの遅れについて，約３～４割が

「そう思う」と答えていた。家庭だけではなく園も含

めて，子どもの生活や経験の変化が，子どもの心身の

発達にいかなる影響を及ぼすのかについて，中長期的

な視野で縦断的に研究していくことが求められる。

第二に，新たな取り組みに伴う，意義や価値の見直

しである。多様な感染予防対策，これまでとは異なる

保育方法，行事の見直し，ICTの活用など新たな試み

を行っている園があった。こうした新たな取り組みに

おいて，その方法を吟味することはもちろん重要なこ

とである。しかし，方法論の検討にとどまらず，これ

まで自明視してきたことを問い直し，保育において何

が大切かという意義や価値を再考するとともに，これ

からの保育における新たなビジョンを描いていくこと

も重要だと考える。例えば，行事のあり方ひとつとっ

ても，これまで「例年通りに」実施してきた行事を，

中止したり縮小したりしたことで，「本当に子どもの

ためになっていたのだろうかということを問い直し

た」といった声が挙げられた。今後，何をどのように

実施するのかを検討する過程では，その目的や根拠を

改めて議論・検討する必要がある。この機会に，園の

理念や方針を，今一度，明確にして職員や保護者と確

認・共有するとともに，子どもや保護者の思いやニー

ズも聴き取りながら対話することで，保育をともに考

え，つくっていく関係性を拓いていくことができるの

ではないだろうか。また，地域レベル，全国レベルで

保育において大切なことを多様な関係者が議論してい

くきっかけとすることも期待される。

第三に，国の制度や自治体の対応についての再考で

ある。一点目として，自治体の対応が遅い，わかりに

くいという声が挙げられていた点について，自治体ご

との実施状況について調査分析するとともに，好事例

があれば共有することで，すべての園に国・自治体か

らの情報が迅速かつ確実に届き，現場の課題や要望が

自治体・国へと届くための仕組みをつくることが喫緊

の課題である。二点目として，人員配置などの基準の

再考である。調査では，通常開園となり，子どもの人

数が戻ってからの方が，人的余裕がなくなる場合もみ

られた。このことは裏を返せば，自粛で人数が少なく

なった状況において「適正」だと感じられていたとい

うことを意味すると考えられる。調査10の報告書に寄

せたコメントで秋田（2020）も指摘しているように，

保育者が子どもと丁寧に余裕をもってかかわるための

クラスサイズや人員配置の基準，また面積基準につい

て再考することも今後の課題である。三点目として，

今回，「国の方針と自治体の方針・対応の齟齬」，「自

治体間の方針・対応の間の齟齬」，「休業について学校

との齟齬」について疑問・不満の声が多数挙げられて

いた。調査10の報告書に寄せたコメントで柏女（2020）
や汐見（2020）が指摘していることとも重なるが，制

度の複雑さや考え方の違いが，迅速な対応が求められ

る有事にこそ非整合性・非一貫性として顕在化し，混

乱を招く。子どもに関わる制度・政策において，地域

や園の実情に寄り添いながらも，共通理解や一貫性の

ある方針や対応を示すことができるようにすることは

今後の重要な課題であろう。

本論文では，COVID-19関連の保育・幼児教育施設

に関連する国内外の調査を収集し，整理・検討した。

その結果，COVID-19の影響は，保育の生態学的シス

テムのミクロからマクロな文脈まで広範に及ぶことが

明らかになるとともに，多様な課題が浮かび上がっ

た。その課題ひとつひとつを丁寧に分析し，関係者が

協力して対応していくことで，目の前にある困難を乗

り越えていくことが求められる。一方で，この経験を

きっかけとして，既存の制度や自明視されてきた方法

等を問い直し，保育の意義や価値を再考するととも

に，新たなビジョンや取り組みを拓いていくこともま

た，期待される。

最後にこうした調査を集約・整理して刊行すること

の意義について指摘する。調査データはCOVID-19の
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パンデミックがもたらした影響と対応に関する歴史的

記録としての意味を持つ。現在進行形で対策を検討す

るための資料とするだけではなく，将来起こり得る同

様の事態に備えたり，起こったときの対応を考える上

でも貴重な資料になると考える。

注

１） 国立感染症研究所ウイルス第三部感染病理部感染症疫学セン

ター （7 July 2020）.
 https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-

ncov/2488-idsc/iasr- news/9729-485p04.html
２） 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 （1 April 2020）.
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000617992.pdf
３） 新型コロナウイルス感染症対策のための小学校，中学校，高等

学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について（通知）. 
文科省. 28 February 2020.

 https://www.mext.go.jp/content/202002228-mxt_kouhou01-000004520_1.
pdf

４） WHO Coronavirus Disease （COVID-19） Dashboard. https://covid19.
who.int/

５） すべての種別の保育・幼児教育施設を含む。

６） 厚労省　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09762.html
　文科省　https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
　内閣府　https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.

html
７） 各調査の初出のみ，回答者の勤務施設や役職を示す。

８） 緊急事態宣言等の対象となった時期に応じて，全国の都道府県

を以下の３区分に分けて検討している。区分１：４月７日緊急事

態宣言の対象となった地域（７都府県：東京，神奈川，埼玉，千

葉，大阪，兵庫，福岡），区分２（６道府県：北海道，茨城，石川，

岐阜，愛知，京都），４月16日緊急事態宣言（その他の34県）。

９）例えばNHK NEWS WEB（2020年６月14日）

　https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200614/k10012470251000.html
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 h t t p : / / w w w. k o d o m o e n k y o k a i . o r g / n e w s . p h p ? d =1& i d = 
453

全国私立保育園連盟 2020 新型コロナウイルス感染症に関する調査

 http://www.zenshihoren.or.jp/about/diagram/tyousa.html
全国私立保育園連盟調査部 2020 『新型コロナウイルス感染症に関

する調査 2』～第 1 波感染期間を振り返る～報告書

 http://www.zenshihoren.or.jp/about/diagram/tyousa.html

付記

本論文は，１を野澤，２を菊岡と野澤，３を淀川，

４を野澤・淀川・菊岡，５を野澤が担当分担執筆し，

全体の監修推敲を秋田・遠藤・浅井が行ったものであ

る。なお，Ⅲ の検索および表の作成は，中田麗子氏

（東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策

学センター特任研究員）の協力による。

謝辞

発達保育実践政策学センターの実施した保護者調査な

らびに園調査にご協力いただいた皆様に，感謝申し上

げます。

本研究はJSPS科研費JP19H05590『保育の質と子ども

の発達に関する継続的研究―質の保証・向上システム

の構築に向けて』の一環として実施したものである。
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表
１
　
世
界
と
日
本
の
感
染
状
況
と
動
き
（
20
20
年
７
月
31
日
時
点
）

年
月

世
界

の
動

き
日

本
の

動
き

世
界

の
感

染
状

況
な

ど
日

本
の

感
染

状
況

日
本

政
府

・
地

方
自

治
体

の
動

き
保

育
に

関
わ

る
通

知
・

事
務

連
絡

等

20
19

年
11

月
中

華
人

民
共

和
国

湖
北

省
武

漢
市

で
「

原
因

不
明

の
ウ

イ
ル

ス
性

肺
炎

」
が

初
め

て
確

認

20
20

年
１

月

日
本

国
内

初
の

感
染

者
を

確
認

武
漢

市
の

都
市

封
鎖

を
宣

言
湖

北
省

に
対

す
る

感
染

症
危

険
情

報
を

レ
ベ

ル
3（

渡
航

中
止

勧
告

）
に

引
き

上
げ

「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
関

連
し

た
感

染
症

対
策

に
関

す
る

対
応

に
つ

い
て

（
依

頼
）」

（
文

科
省

１
月

24
日

）

「『
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
関

す
る

 Q
＆

A』
等

の
周

知
に

つ
い

て
」（

厚
労

省
１

月
29

日
）

国
際

的
に

懸
念

さ
れ

る
公

衆
衛

生
上

の
緊

急
事

態
 

( P
HE

IC
) 」

を
宣

言
「

保
育

所
等

に
お

け
る

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
へ

の
対

応
に

つ
い

て
」（

厚
労

省
１

月
31

日
）

２
月

集
団

感
染

を
起

こ
し

た
ク

ル
ー

ズ
客

船
「

ダ
イ

ヤ
モ

ン
ド

・
プ

リ
ン

セ
ス

号
」 が

，
日

本
政

府
の

指
示

に
よ

り
大

黒
埠

頭
沖

で
14

日
間

の
隔

離
措

置
を

開
始

し
た

日
本

で
初

の
死

亡
者

を
確

認
「

児
童

生
徒

等
に

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

が
発

生
し

た
場

合
の

対
応

に
つ

い
て

」（
文

科
省

２
月

18
日

）

台
湾

で
初

の
死

亡
者

を
確

認
「

保
育

所
等

に
お

い
て

子
ど

も
等

に
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
が

発
生

し
た

場
合

の
対

応
に

つ
い

て
」（

厚
労

省
２

月
18

日
）

「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
防

止
の

た
め

の
学

校
の

臨
時

休
業

に
関

連
し

て
の

保
育

所
等

の
対

応
に

つ
い

て
」（

厚
労

省
２

月
27

日
）

日
本

で
の

感
染

者
が

10
0人

を
超

え
た

イ
ベ

ン
ト

主
催

者
に

必
要

性
の

検
討

を
要

請

ス
ポ

ー
ツ

，
イ

ベ
ン

ト
な

ど
の

集
会

の
2週

間
の

中
止

・
延

期
・

規
模

縮
小

を
要

請
「

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

ィ
ル

ス
感

染
症

に
よ

り
保

育
所

等
が

臨
時

休
園

等
し

た
場

合
の

『
利

用
者

負
担

額
』

及
び

『
子

育
て

の
た

め
の

施
設

等
利

用
給

付
』

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」（

内
閣

府
２

月
27

日
）

イ
タ

リ
ア

で
の

感
染

者
が

10
00

人
を

超
え

た
緊

急
事

態
を

宣
言

。
週

末
の

外
出

自
粛

を
要

請
「

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

防
止

の
た

め
の

学
校

の
臨

時
休

業
に

関
連

し
て

の
幼

稚
園

の
対

応
に

つ
い

て
（

幼
児

教
育

課
等

事
務

連
絡

）」
（

文
科

省
２

月
28

日
）

３
月

世
界

全
体

で
の

感
染

者
数

が
10

万
人

を
超

え
た

全
国

す
べ

て
の

小
学

校
・

中
学

校
，

高
等

学
校

と
特

別
支

援
学

校
へ

一
斉

休
校

を
要

請
「

保
育

所
等

に
お

け
る

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
へ

の
対

応
に

か
か

る
Q&

Aに
つ

い
て

（
令

和
２

年
３

月
５

日
現

在
）」

（
厚

労
省

３
月

５
日

）

イ
タ

リ
ア

で
ロ

ッ
ク

ダ
ウ

ン
（

移
動

制
限

）
発

令
感

染
の

疑
わ

れ
る

市
民

に
不

要
の

外
出

禁
止

を
条

例
で

求
め

た
「

保
育

所
等

に
お

け
る

マ
ス

ク
購

入
等

の
感

染
拡

大
防

止
対

策
に

係
る

支
援

」（
厚

労
省

３
月

10
日

）

W
HO

は
世

界
各

地
で

の
流

行
に

つ
い

て
パ

ン
デ

ミ
ッ

ク
相

当
と

の
見

解
を

示
し

た

ア
メ

リ
カ

の
感

染
者

数
が

中
国

，
イ

タ
リ

ア
を

上
回

り
，

世
界

最
多

に
な

っ
た

東
京

都
は

週
末

お
よ

び
夜

間
の

不
要

不
急

な
外

出
自

粛
を

要
請

し
た

「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

対
応

し
た

学
校

再
開

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」（
文

科
省

３
月

24
日

）
「

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
対

応
し

た
臨

時
休

業
の

実
施

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」（
文

科
省

３
月

24
日

）

４
月

日
本

国
内

の
累

計
死

亡
者

数
が

10
0人

を
越

え
た

。
東

京
都

の
累

計
感

染
  者

数
が

10
00

人
を

越
え

た
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
事

態
宣

言
日

本
政

府
は

新
型

コ
ロ

ナ
特

措
法

32
条

に
基

づ
き

，
７

都
府

県
（

埼
玉

県
，

千
葉

県
，

東
京

都
，

神
奈

川
県

，
大

阪
府

，
兵

庫
県

，
福

岡
県

）
を

対
象

に
，

４
月

７
日

か
ら

５
月

６
日

ま
で

の
１

か
月

間
に

期
間

を
限

っ
て

「
緊

急
事

態
宣

言
」

を
発

出

「
緊

急
事

態
宣

言
後

の
保

育
所

等
の

対
応

に
つ

い
て

」（
厚

労
省

４
月

７
日

）

世
界

全
体

の
死

者
数

が
10

万
人

を
超

え
た

日
本

で
の

感
染

者
が

1万
人

，
死

者
数

は
20

0人
を

超
え

た
政

府
が

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

緊
急

事
態

宣
言

を
全

国
に

拡
大

（
対

象
地

域
を

全
都

道
府

県
に

拡
大

し
た

）
感

染
の

拡
大

が
特

に
深

刻
で

重
点

的
な

感
染

拡
大

防
止

策
が

求
め

ら
れ

る
13

都
道

府
県

（
北

海
道

，
茨

城
県

，
埼

玉
県

，
千

葉
県

，
東

京
都

，
神

奈
川

県
，

石
川

県
，

岐
阜

県
，

愛
知

県
，

京
都

府
，

大
阪

府
，

兵
庫

県
，

福
岡

県
）

を
「

特
定

警
戒

都
道

府
県

」
に

位
置

づ
け

た

世
界

全
体

の
感

染
者

数
が

30
0万

人
，

死
者

数
が

20
万

人
を

超
え

た
。

ア
メ

リ
カ

の
感

染
者

数
が

10
0万

人
を

超
え

た
「

保
育

所
等

に
お

け
る

マ
ス

ク
購

入
等

の
感

染
拡

大
防

止
対

策
に

係
る

支
援

」（
厚

労
省

４
月

30
日

）

５
月

日
本

国
内

の
累

計
死

亡
者

数
が

50
0人

を
越

え
た

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

緊
急

事
態

宣
言

の
期

間
延

長
（

５
月

６
日

ま
で

か
ら

５
月

31
日

ま
で

へ
延

長
し

た
）

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

緊
急

事
態

宣
言

の
区

域
変

更
（

対
象

地
域

の
縮

小
）

対
象

地
域

：
北

海
道

，
埼

玉
県

，
千

葉
県

，
東

京
都

，
神

奈
川

県
，

京
都

府
，

大
阪

府
及

び
兵

庫
県

の
区

域

「
緊

急
事

態
措

置
を

実
施

す
べ

き
区

域
の

指
定

の
解

除
に

伴
う

保
育

所
等

の
対

応
に

つ
い

て
」（

厚
労

省
５

月
14

日
）

世
界

全
体

の
感

染
者

数
が

50
0万

人
を

超
え

た
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
緊

急
事

態
宣

言
の

区
域

変
更

（
対

象
地

域
の

縮
小

）
対

象
地

域
：

北
海

道
，

埼
玉

県
，

千
葉

県
，

東
京

都
及

び
神

奈
川

県
の

区
域

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

緊
急

事
態

宣
言

の
区

域
変

更
（

対
象

地
域

の
縮

小
）

対
象

地
域

：
北

海
道

，
埼

玉
県

，
千

葉
県

，
東

京
都

及
び

神
奈

川
県

の
区

域

ア
メ

リ
カ

の
死

者
数

が
10

万
人

を
超

え
た

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

緊
急

事
態

解
除

宣
言

６
月

「
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

対
応

し
た

持
続

的
な

学
校

運
営

の
た

め
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」（
文

科
省

 ６
月

５
日

）

「
学

校
に

お
け

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
す

る
衛

生
管

理
マ

ニ
ュ

ア
ル

～
『

学
校

の
新

し
い

生
活

様
式

』
～

ve
r. 2

」（
文

科
省

 ６
月

16
日

）

首
都

圏
の

１
都

３
県

や
北

海
道

と
の

間
の

往
来

を
含

め
，

都
道

府
県

を
ま

た
ぐ

移
動

の
自

粛
を

全
国

的
に

緩
和

す
る

方
針

が
示

さ
れ

た

世
界

の
感

染
者

数
が

10
00

万
人

を
超

え
た

７
月

ア
メ

リ
カ

の
感

染
者

数
が

30
0万

人
を

超
え

た
ダ

イ
ヤ

モ
ン

ド
・

プ
リ

ン
セ

ス
号

の
感

染
者

を
除

く
日

本
国

内
の

累
計

感
染

者
数

が
２

万
人

を
超

え
た

ブ
ラ

ジ
ル

の
感

染
者

数
が

20
0万

人
を

超
え

た
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表２　各国・機関のCOVID-19関連の保育・幼児教育施設対象のガイドライン（2020年８月31日時点）
No. 国名・機関名 著者名 タイトル

1 Unicef Lisa Bender (Unicef) Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools
2 アイルランド Health Protection Surveillance Centre COVID-19 Childcare Settings Guidance

3 アイルランド Health Protection Surveillance Centre Infection Prevention and Control guidance for Early Learning and Care and School Age Childcare 
settings during the COVID-19 Pandemic

4 カナダ（連邦レベル） Government of Canada COVID-19 guidance for schools Kindergarten to Grade 12
5 カナダ（アルバータ州） Government of Alberta Child care during COVID-19
6 カナダ（アルバータ州） Government of Alberta COVID-19 information : guidance for daycare, out of school care (child care)
7 カナダ（アルバータ州） Government of Alberta COVID-19 information : guidance for preschools
8 カナダ（オンタリオ州） Ministry of Education Ontario COVID-19: reopening child care centres
9 カナダ（オンタリオ州） Ministry of Education Ontario COVID-19: reopening schools

10 カナダ（ブリティッシュコロン
ビア州） BC Centre for Disease Control Child care & Schools

11 カナダ（ブリティッシュコロン
ビア州） BC Centre for Disease Control COVID-19 Public Health Guidance for K-12 School Settings

12 カナダ（ブリティッシュコロン
ビア州） BC Centre for Disease Control COVID-19 Public Health Guidance for Child Care Settings

13 豪州（連邦レベル） A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  ,  D e p a r t m e n t  o f 
Education,Skills and Employment Early Childhood Education and Care COVID-19 Information

14 豪州（連邦レベル） A u s t r a l i a n  G o v e r n m e n t  ,  D e p a r t m e n t  o f 
Education,Skills and Employment Early Childhood Education and Care COVID-19 Frequently Asked Questions

15 豪州（連邦レベル） A u s t r a l i a n  H e a l t h  P r o t e c t i o n  P r i n c i p a l 
Committee(AHPPC)

Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC) coronavirus (COVID-19) statement 
on 3 April 2020

16 豪(ニューサウスウェールズ州）New South Wales Government COVID-19 (Coronavirus) - Guidance for early childhood education and care services
17 豪(ニューサウスウェールズ州）New South Wales Government COVID-19 (Coronavirus) – Information for staff at early childhood education and care services

18 豪州（クイーンズランド州） Queensland Government Early Childhood Education 
and Care COVID-19 information for services and families

19 豪州（クイーンズランド州） Queensland Government Early Childhood Education 
and Care COVID-19 frequently asked questions

20 豪州（クイーンズランド州） Queensland Government Early Childhood Education 
and Care COVID-19 service information

21 豪州（ビクトリア州） State Government of Victoria, Education and 
Training Coronavirus (COVID-19) advice for early childhood services

22 豪州（ビクトリア州） Sta te  Government  o f  Vic to r ia ,  Educa t ion 
andTraining Early childhood education and service operations

23 豪州（ビクトリア州） State Government of Victoria, Education and 
Training Current health advice

24 シンガポール Early Childhood Development Agency PHASED REOPENING OF PRESCHOOLS AND EARLY INTERVENTION CENTRES FROM 
2 JUNE 2020

25 スウェーデン Public Health Agency of Sweden Proposal for preventive measures in preschool and elementary school (Förslag på förebyggande 
åtgärder i förskolan och grundskolan)

26 スウェーデン Swedish National Agency for Education Organize preschool during the corona pandemic (Google 翻訳）

27 ニュージーランド Ministry of Education Advice for early learning services

28 ノルウェー Norwegian Directorate for Education and Training Guidance of infection prevention in kindergartens during the covid-19 outbreak 2020 (Veileder 
om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020)

29 米国（連邦レベル） American Academy of Pediatrics Guidance Related to Childcare During COVID-19
30 米国（連邦レベル） Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Guidance for Child Care Programs that Remain Open Supplemental Guidance

31 米国（連邦レベル） Office of Special  Education Programs, US 
Department of Education

Evidence-Based and Promising Practices to Support Continuity of Learning for Students with 
Disabilities: Practices and Resources to Support Teachers. Topical Issue Brief

32 米国（連邦レベル） ChildCare.gov COVID-19 Resources and Information

33 米国（連邦レベル） Office for Civil Rights, US Department of Education Supplemental Fact Sheet: Addressing the Risk of COVID-19 in Preschool, Elementary and 
Secondary Schools While Serving Children with Disabilities

34 米国（オレゴン州） Oregon Department of Education COVID-19 RESOURCES: FOR PROVIDERS
35 米国（オレゴン州） Oregon Department of Education Health and Safety Guidelines for Child Care and Early Education Operating During COVID-19
36 米国（オレゴン州） Oregon Health Authority Statewide Standards for Child Care Operations

37 米国（カリフォルニア州）
The California Department of Social Services 
(CDSS) in collaboration with the California 
Department of Education (CDE)

COVID-19 UPDATE GUIDANCE: Child Care Programs and Providers

38 米国（カリフォルニア州） California State Government Industry guidance to reduce risk
39 米国（カリフォルニア州） California Department of Public Health COVID-19 Case and Contact Management Within Child Care Facilities
40 米国（カリフォルニア州） California Department of Public Health Guidance for Small Cohorts/Groups of Children and Youth
41 米国（カリフォルニア州） California Department of Public Health COVID-19 General Checklistfor Child Care Programs and Providers
42 米国（カリフォルニア州） California Department of Industrial Relations SAFETY & HEALTH GUIDANCE COVID-19 Infection Prevention in Child Care Programs

43 米国（ニューヨーク州） New York State Office of Children and Family 
Services COVID-19 (Coronavirus) Information

44 米国（ニューヨーク州） New York State Department of Health and the New 
York State Education Department School (PreK-12) Guidance: COVID-19

45 米国（ニューヨーク州） New York State Office of Children and Family 
Services Informational Letter: COVID-19 Guidance to Child Care Providers

46 米国（モンタナ州） Montana Government Information for Childcare Programs and K-12 Schools
47 米国（モンタナ州） Montana Department of Public Health Information for Child Care
48 米国（ルイジアナ州） Lousiana Department of Education Early Childhood COVID-19 Updates

49 米国（ルイジアナ州） Lousiana Department of Education/ Office ofPublic 
Health Child Care Guidelines
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52 中国（全国） Ministry of Education of the People’s Republic of 
China

《幼儿园新型冠状病毒肺炎防控指南》（Guidelines on COVID-19 Prevention and Control in 
Kindergartens）

53 台湾（台北） 臺北市政府教育局
《臺北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防疫教育及工作守則》
（重度で特殊な感染性肺炎（武漢肺炎）に対応するための台北市のすべてのレベルの学校
および教育機関向けの教育および活動の規範）

54 中国（香港） 香港衛生署衛生防護センター 《預防 2019 冠狀病毒病給學校的健康指引（暫擬）》（COVID-19を防ぐための学校の健康
ガイドライン（暫定の））

55 韓国 教育部 中央事故収拾本部·中央防疫対策本部食
品医薬品安全庁 （幼稚園対象）幼・小中等及び特殊学校コロナ19感染予防管理案内

56 韓国 保健福祉部（保育政策官） （保育所対象）「コロナウイルス感染症-19」の流行に対備する保育所の対応指針
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連
の
保
育
・
幼
児
教
育
施
設
に
関
連
す
る
調
査
（
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年
８
月
31
日
時
点
）
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号
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査
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著
者

名
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イ
ト

ル
調

査
時

期
対

象
者

数
調

査
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査
方

法
調

査
内

容
と

主
な

結
果

保
護

者
の

状
況

，
保

育
ニ

ー
ズ

に
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す
る
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態

調
査
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 C
hi

ld
 C

ar
e

３
月

31
日

～
４

月
４

日
80

0

５
歳

以
下

の
子

ど
も

の
い

る
働

く
保

護
者

（
直

近
３

ヶ
月

に
チ

ャ
イ

ル
ド

ケ
ア

へ
支

払
い

が
あ

る
）

オ
ン

ラ
イ

ン
（

オ
ー

プ
ン

）

〇
保
護
者
の
勤
務
状
況
，
保
育
ニ
ー
ズ
や
心
配

・
C

O
V

ID
- 1
9に

よ
り

保
護

者
の

働
き

方
と

チ
ャ

イ
ル

ド
ケ

ア
の

状
況

が
変

化
し

，
チ

ャ
イ

ル
ド

ケ
ア

へ
の

ニ
ー

ズ
が

変
わ

っ
た

。
・

C
O

V
ID

- 1
9の

状
況

で
，

良
質

な
チ

ャ
イ

ル
ド

ケ
ア

を
探

す
の

が
難

し
か

っ
た

保
護

者
が

，
そ

う
で

な
か

っ
た

保
護

者
の

２
倍

近
く

い
た

。
・

６
割

以
上

の
保

護
者

が
，

C
O

V
ID

- 1
9の

影
響

で
休

園
と

な
り

，
そ

の
間

，
保

育
料

の
支

払
い

が
な

か
っ

た
。

・
C

O
V

ID
- 1
9の

影
響

を
受

け
て

い
る

期
間

，
子

ど
も

の
世

話
を

す
る

た
め

，
生

活
ス

タ
イ

ル
や

働
き

方
を

変
化

さ
せ

た
保

護
者

も
い

た
。

・
子

ど
も

の
登

園
が

再
開

し
た

時
に

，
子

ど
も

が
C

O
V

ID
- 1
9に

罹
患

す
る

可
能

性
が

あ
る

こ
と

を
心

配
し

て
い

た
。

・
４

割
程

度
の

保
護

者
は

，
C

O
V

ID
- 1
9の

影
響

が
あ

る
間

も
，

園
を

開
園

し
て

い
る

必
要

が
あ

る
と

回
答

し
た

。
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ア
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リ

カ
全

土
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ar
e.
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O
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-
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C
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ld
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Su
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ey
５

月
20

日
～
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日
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0
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下
の

子
ど

も
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い
る

保
護

者
（

チ
ャ

イ
ル
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ケ
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）

オ
ン

ラ
イ
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（
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sh
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使
用
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委

託

〇
保
護
者
の
勤
務
状
況
や
保
育
ニ
ー
ズ
，
心
配
，
政
府
へ
の
要
求

・
保

護
者

の
63

％
が

，
子

ど
も

の
登

園
再

開
を

と
て

も
/や

や
前

向
き

考
え

て
お

ら
ず

，
35

％
が

，
在

宅
で

の
保

育
を

検
討

し
て

い
た

。
・

保
護

者
の

52
％

が
，

C
O

V
ID

- 1
9の

影
響

に
よ

る
保

育
料

増
額

を
予

想
し

て
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り
，

47
％

が
，

コ
ロ
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禍

以
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育
料
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つ

い
て

心
配

し
て

い
た

。
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 保
護

者
の

96
％

が
，

ア
メ

リ
カ

で
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離
や

封
鎖

が
解

除
さ

れ
た

後
に

，
政

府
や

企
業

等
が

，
ア

メ
リ

カ
の

チ
ャ

イ
ル

ド
ケ

ア
へ

の
財

政
支

援
を

行
う

必
要

が
あ

る
と

回
答

。
・

 片
親

な
い

し
両

親
が

在
宅

勤
務

し
て

い
る

家
庭

で
は

，
保

護
者

の
41

%
が

，
母

親
が

子
ど

も
の

世
話

の
大

半
を

担
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て
い

る
と
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答
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，
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護

者
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〇
保
護
者
の
勤
務
状
況
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保
育
ニ
ー
ズ
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約

半
数

の
働

く
保

護
者

が
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リ
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で
働

い
て

い
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。
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保
護

者
の

75
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が
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勤
務
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も
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況
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い
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。
・

 保
護
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園
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康
や

安
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懸
念
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護
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護
者

オ
ン

ラ
イ

ン
（

オ
ー

プ
 ン

。
英

語
，

ス
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〇
保
護
者
の
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配
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護
者

の
75

%
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，
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セ
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タ
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い
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護

者
の

59
%
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い

る
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ャ
イ

ル
ド

ケ
ア

プ
ロ

グ
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ム
が

調
査

実
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時
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休
園

し
て

い
た
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・

保
護

者
の

30
%
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，
子

ど
も

が
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の

機
会

を
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う
こ

と
を

懸
念

し
て

い
た

。
〇
登
園
再
開
の
見
込
み

・
保

護
者

の
31

%
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，
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査
時

点
で

子
ど

も
の

登
園

を
再

開
す

る
つ

も
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は
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と
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。
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，
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園
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も

の
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と

安
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を
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。
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て
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も
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園

を
再

開
す
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に

，
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と
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収
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で
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う
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配

も
し

く
は

と
て
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配
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い

た
。

・
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護
者

の
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が
，
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配
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に
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・

保
護

者
の
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半
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ウ

ェ
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イ
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な

情
報

を
収

集
し

た
。

〇
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数
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況
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%
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ど
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の
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い
る

こ
と

（
43

. 8
%
）

〇
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io
n 

an
d 

A
ss

is
ta

nc
e 

Pr
og

ra
m
（

SN
A

P）
 （
27

%
）

〇
保
育
の
状
況
（
５
歳
以
下
の
子
ど
も
を
も
つ
保
護
者
）

・
子

ど
も

の
通

園
施

設
が

休
園

し
た

（
48

. 4
%
）

・
エ

ッ
セ

ン
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

が
チ

ャ
イ

ル
ド

ケ
ア

を
必

要
と

し
た

（
27

. 9
%
）

・
登

園
の

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

，
保

育
料

の
支

払
い

を
求

め
ら

れ
た

（
22

. 5
%
）

・
コ

ス
ト

を
負

担
し

た
（

22
. 5

%
） 
コ

ス
ト

＝
保

育
料

？

G
イ

ギ
リ

ス
Pr

eg
na

nt
 

Th
en

 
Sc

re
w

ed

C
hi

ld
ca

re
, 

C
ov

id
 a

nd
 

C
ar

ee
r: 

Th
e 

tru
e 

sc
al

e 
of

 
th

e 
cr

is
is

 
fa

ci
ng

 
w

or
ki

ng
 

m
um

s

７
月

16
日

～
18

日
19

, 9
50

働
く

母
親

（
妊

婦
を

含
む

）
オ

ン
ラ

イ
ン

（
オ

ー
プ

ン
）

〇
働
く
母
親
へ
の
影
響

・
 働

く
母

親
の

15
%
が

失
業

し
た

，
も

し
く

は
失

業
す

る
見

込
み

で
あ

っ
た

。
そ

の
う

ち
，

46
％

は
失

業
の

理
由

と
し

て
チ

ャ
イ

ル
ド

ケ
ア

を
受

け
ら

れ
る

な
く

な
っ

た
こ

と
を

挙
げ

た
。

・
同

じ
く

チ
ャ

イ
ル

ド
ケ

ア
を

受
け

ら
れ

な
か

っ
た

こ
と

で
，

72
％

の
母

親
が

，
コ

ロ
ナ

禍
よ

り
も

勤
務

時
間

を
減

ら
し

，
65

％
の

母
親

が
，

休
暇

を
取

得
し

た
。

・
 雇

用
さ

れ
て

い
る

母
親

の
81

％
は

，
仕

事
が

で
き

る
た

め
に

は
チ

ャ
イ

ル
ド

ケ
ア

が
必

要
で

あ
る

と
答

え
た

が
，

51
％

は
，

そ
の

た
め

の
チ

ャ
イ

ル
ド

ケ
ア

を
得

ら
れ

て
い

な
い

と
回

答
し

た
。

〇
働
く
妊
婦
へ
の
影
響

・
 自

宅
以

外
で

働
く

妊
婦

の
45

％
が

，
個

別
の

リ
ス

ク
・

ア
セ

ス
メ

ン
ト

を
受

け
て

お
ら

ず
，

特
に

，
黒

人
や

ア
ジ

ア
人

を
は

じ
め

と
す

る
様

々
な

人
種

の
働

く
妊

婦
で

は
，

52
％

で
あ

っ
た

。（
cl

in
ic

al
ly

 v
ul

ne
ra

bl
eと

言
わ

れ
る

人
で

あ
っ

て
も

）
・

 上
記

の
働

く
妊

婦
の

う
ち

，
46

％
が

コ
ロ

ナ
禍

で
働

き
続

け
る

こ
と

を
安

全
と

思
え

な
い

と
回

答
し

，
様

々
な

人
種

の
働

く
妊

婦
で

は
，

59
％

が
そ

う
回

答
し

た
。

33
％

は
休

暇
で

，
残

り
の

13
％

は
病

気
休

暇
も

し
く

は
休

暇
，

産
休

を
取

得
さ

せ
ら

れ
た

。
〇
自
営
業
の
母
親
へ
の
影
響

・
自

営
業

の
母

親
の

74
％

が
，

チ
ャ

イ
ル

ド
ケ

ア
を

受
け

ら
れ

な
い

こ
と

で
，

予
定

し
て

い
た

給
与

よ
り

も
減

っ
た

と
回

答
。

・
自

営
業

の
母

親
の

44
％

が
，

コ
ロ

ナ
禍

で
チ

ャ
イ

ル
ド

ケ
ア

を
受

け
る

こ
と

を
あ

き
ら

め
ざ

る
を

得
な

か
っ

た
（

対
し

て
，

雇
用

さ
れ

て
い

る
母

親
で

は
33

％
）。
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H
イ

ギ
リ

ス

C
hr

is
 

Pa
so

na
l, 

To
ny

 
B

er
tra

m
, 

C
ar

l 
C

ul
lin

an
e

an
d 

Er
ic

a
H

ol
t-W

hi
te

C
O

V
ID

- 1
9 

IM
PA

C
TS

: 
EA

R
LY

 
Y

EA
R

S

６
月

８
日

～ 15
日

60
4

２
歳

か
ら

４
歳

の
子

ど
も

の
い

る
保

護
者

明
記

な
し

〇
保
育
施
設
の
利
用
状
況

・
３

月
以

前
は

，
回

答
者

の
68

％
が

利
用

し
て

い
た

が
，

ロ
ッ

ク
ダ

ウ
ン

後
，

認
可

保
育

施
設

利
用

者
の

７
％

の
み

が
登

園
を

続
け

た
。

・
 ６

月
時

点
で

，
83

％
が

登
園

を
再

開
し

て
お

ら
ず

，
49

％
は

予
定

が
な

い
と

回
答

。
理

由
と

し
て

，
健

康
に

関
す

る
も

の
が

最
多

で
，

C
O

V
ID

- 1
9へ

の
感

染
が

29
％

，
C

O
V

ID
- 1
9ウ

イ
ル

ス
を

家
庭

に
持

ち
帰

る
こ

と
が

19
％

で
あ

っ
た

。
〇
子
ど
も
の
発
達
へ
の
影
響
（
保
護
者
の
認
識
）

・
 社

会
的

・
情

緒
的

発
達

や
ウ

ェ
ル

ビ
ー

イ
ン

グ
へ

の
ネ

ガ
テ

ィ
ブ

な
影

響
を

懸
念

し
て

い
た

保
護

者
が

多
く

，
登

園
を

再
開

で
き

て
い

な
い

保
護

者
の

53
％

を
占

め
た

。（
保

育
従

事
者

も
，

家
庭

の
環

境
が

恵
ま

れ
な

い
子

ど
も

の
，

身
体

的
発

達
へ

の
影

響
を

懸
念

し
て

い
た

）
〇
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
中
に
何
を
頼
っ
た
か
（
複
数
回
答
）

・
 Th

e 
B

ab
y 

C
lu

bの
よ

う
な

テ
レ

ビ
番

組
43

％
，

H
un

gr
y 

Li
ttl

e 
M

in
ds

の
よ

う
な

オ
ン

ラ
イ

ン
の

リ
ソ

ー
ス

37
%
，

ス
マ

ホ
の

子
育

て
ア

プ
リ

31
％

，
保

育
施

設
か

ら
の

オ
ン

ラ
イ

ン
の

支
援

28
％

，
電

話
な

ど
そ

の
他

の
支

援
12

％
。

中
流

階
級

の
保

護
者

の
方

が
，

労
働

者
階

級
の

保
護

者
よ

り
も

オ
ン

ラ
イ

ン
の

支
援

を
得

て
い

た
（

31
%
と

23
%
）。

〇
保
護
者
の
ス
ト
レ
ス

・
 子

ど
も

が
登

園
を

再
開

し
て

い
な

い
保

護
者

の
う

ち
65

％
が

，
保

育
を

受
け

ら
れ

な
い

こ
と

に
対

し
て

ス
ト

レ
ス

を
感

じ
た

り
，

心
配

し
た

り
，

精
神

的
に

参
っ

て
い

た
。

ロ
ッ

ク
ダ

ウ
ン

中
，

安
心

し
て

い
た

と
回

答
し

た
保

護
者

は
14

％
に

留
ま

っ
た

。
父

親
よ

り
も

母
親

の
方

が
，

ス
ト

レ
ス

を
感

じ
た

り
心

配
し

た
り

し
て

い
る

割
合

が
高

か
っ

た
（

30
%
と

18
%
）。

・
 困

難
な

状
況

に
あ

る
子

ど
も

（
特

別
な

配
慮

が
必

要
，

経
済

的
に

困
窮

な
ど

）
ほ

ど
困

難
な

状
況

に
あ

る
が

，
保

育
施

設
の

遠
隔

か
ら

の
支

援
に

も
か

か
わ

ら
ず

，
定

期
的

に
登

園
せ

ず
，

支
援

の
網

か
ら

抜
け

落
ち

て
し

ま
う

。

I
オ

ー
ス

ト
ラ

リ
ア

Th
e 

Fr
on

t 
Pr

oj
ec

t

Th
e 

Fr
on

t 
Pr

oj
ec

t 
Fa

m
ili

es
 

Su
rv

ey
明

記
な

し
1,
00

0以
上

保
護

者
明

記
な

し

〇
保
護
者
の
保
育
へ
の
認
識
，
期
待

・
保

護
者

の
97

％
が

，
EC

EC
が

重
要

だ
と

考
え

て
い

た
。

81
％

は
と

て
も

重
要

（
16

％
は

や
や

重
要

と
回

答
）。

・
 保

護
者

の
63

％
が

，
EC

EC
に

子
ど

も
の

学
び

と
育

ち
の

場
と

し
て

の
意

義
，

50
％

の
保

護
者

が
，

自
身

の
就

労
を

可
能

と
す

る
場

と
し

て
の

意
義

を
感

じ
て

い
た

。
・

保
護

者
の

１
/ ４

は
，

今
後

の
就

労
に

つ
い

て
心

配
し

て
お

り
，

10
％

近
く

の
保

護
者

は
，

求
職

中
で

あ
っ

た
。

・
就

労
に

影
響

を
受

け
た

保
護

者
が

，
保

護
者

全
体

の
中

で
，

EC
EC

が
重

要
で

あ
る

と
回

答
し

た
割

合
が

最
も

高
か

っ
た

。
※

そ
の

他
に

，
保

育
料

が
日

常
の

支
出

に
影

響
を

も
た

ら
す

と
い

う
結

果
が

掲
載

さ
れ

て
い

る
。

J
韓

国
（

全
国

）

C
ho

i,Y
.K

., 
Pa

rk
,W

.S
., 

C
ho

i,Y
.K

., 
A

n,
H

.M
. 

（
K

or
ea

 
In

st
itu

te
 o

f 
C

hi
ld

 C
ar

e 
an

d 
Ed

uc
at

io
n）

コ
ロ

ナ
19

に
よ

る
子

育
て

分
野

で
の

対
応

体
系

の
点

検
及

び
ケ

ア
空

白
へ

の
支

援
方

案
に

関
す

る
研

究

20
20

年
３

月
25

日
～

３
月

27
日

56
4

小
学

校
３

年
生

以
下

の
子

ど
も

が
い

る
家

庭
の

保
護

者
（

父
親

あ
る

い
は

母
親

）

オ
ン

ラ
イ

ン

◯
子
ど
も
の
ケ
ア

・
休

園
·休

校
の

間
，「

ケ
ア

空
白

」
の

経
験

有
無

：「
（

あ
る

程
度

+か
な

り
）

そ
う

で
あ

る
」（

36
. 2

%
），
「
（

全
く

+あ
ま

り
）

そ
う

で
は

な
い

」（
63

. 8
）

%
・

共
働

き
親

（
49

. 4
%
），

片
働

き
親

（
21

. 2
%
）

が
休

園
・

休
校

の
間

，
ケ

ア
空

白
に

よ
る

困
難

を
経

験
し

た
と

回
答

・
特

別
災

難
区

域
と

脆
弱

世
帯

に
お

け
る

ケ
ア

空
白

経
験

 ( 特
別

災
難

地
域

41
. 8

%
，

特
別

災
難

地
域

以
外

34
. 8

%
；

脆
弱

な
世

帯
46

. 9
%
，

非
脆

弱
な

世
帯

35
. 1

%
)

◯
子
育
て
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況

・
コ

ロ
ナ

禍
の

前
後

で
，

子
育

て
サ

ー
ビ

ス
利

用
へ

の
変

化
有

無
：「

そ
う

で
あ

る
」（

59
. 0

%
），
「

そ
う

で
な

い
」（

41
. 0

%
）

・
 施

設
に

通
わ

ず
，
主

に
家

庭
内

保
育

を
行

う
（

73
. 3

%
），

祖
父

母
/親

戚
の

助
け

を
受

け
る
（

24
. 0

%
），

子
ど

も
が

通
っ

て
い

た
施

設
の

利
用

を
継

続
す

る
（

16
. 8

%
），

利
用

し
て

い
た

と
こ

ろ
を

や
め

て
他

の
と

こ
ろ

を
利

用
す

る
（

4.
8%

），
世

話
を

す
る

人
を

利
用

し
な

い
（

2.
7%

）
・

 （
３

月
末

，
調

査
時

点
）

乳
幼

児
の

場
合

に
は

，
共

働
き

親
（

25
%
），

片
働

き
親

（
９

%
）

が
施

設
な

ど
に

よ
る

緊
急

ケ
ア

利
用

。
祖

父
母

/親
戚

の
世

話
（

共
働

き
親

37
. 1

%
，

片
働

き
親

8.
0%

)
◯
子
育
て
関
連
支
援
·制
度
利
用
状
況
(n
=2
84
)（
全
体
，
父
親
，
母
親
の
順
）

・
 物

品
支

援
（

53
. 2

%
，

50
. 5

%
，

59
. 7

%
），

有
給

休
暇

（
49

. 2
%
，

49
. 5

%
，

48
. 3

%
），

在
宅

勤
務

（
36

. 1
%
，

33
. 4

%
，

42
. 7

%
），

柔
軟

勤
務

制
（

31
. 9

%
，

31
. 5

%
，

33
. 0

%
），

無
給

休
暇

（
22

. 4
%
，

22
. 2

%
，

22
. 9

%
），

勤
労

時
間

の
短

縮
（

21
. 9

%
， 
20

. 2
%
，

26
. 0

%
），

子
育

て
時

間
の

支
援

（
18

. 3
%
，

15
. 5

%
，

24
. 6

%
），

家
族

ケ
ア

休
暇

（
15

. 8
%
，

14
. 3

%
，

19
. 3

%
）

◯
子
ど
も
の
ケ
ア
に
関
す
る
支
援
·制
度
で
重
視
す
る
こ
と
(重
複
回
答
)

・
 保

護
者

に
よ

る
直

接
ケ

ア
（

38
. 1

%
），

子
ど

も
手

当
の

追
加

支
援

（
31

. 4
%
），

祖
父

母
/親

戚
に

よ
る

ケ
ア

（
17

. 0
%
），

在
宅

勤
務

（
16

. 3
%
），

家
族

ケ
ア

休
暇

( 1
4.
5%

) ，
有

給
休

暇
（

12
. 4

%
），

労
働

時
間

の
短

縮
（

6.
0%

），
柔

軟
な

勤
務

制
度

（
4.
4%

），
子

育
て

時
間

の
支

援
（

2.
3%

）

K
韓

国
（

全
国

）

Ki
m
，

Y.
 R

.
（

Ko
re

an
 

W
om

en
’ s 

De
ve

lo
pm

en
t 

In
sti

tu
te
）

コ
ロ

ナ
19

に
よ

る
家

族
生

活
と

家
族

政
策

に
対

す
る

議
題

20
20

年
６

月
１

日
～ ６

月
７

日

1,
50

0

全
国

に
お

け
る

高
校

生
以

下
の

子
ど

も
が

い
る

家
庭

の
保

護
者

（
う

ち
，

未
就

学
児

の
保

護
者

50
0人

，
男

性
20

0人
，

女
性

30
0

人
）

オ
ン

ラ
イ

ン
（

C
AW

I：
 

C
om

pu
te

r 
A

ss
is

te
d 

W
ed

 
In

te
rv

ie
w
）

○
緊
急
ケ
ア
の
利
用
（
全
体
，
共
働
き
親
，
片
働
き
親
の
順
）

・「
最

初
か

ら
利

用
」（

14
. 7

%
，

25
. 6

%
，

5.
4%

），
「

し
ば

ら
く

経
っ

て
か

ら
利

用
」（

32
. 2

%
，

36
. 0

%
，

28
. 4

%
），
「

利
用

し
な

い
」（

53
. 1

%
，

38
. 4

%
，

66
. 1

%
）

・
 最

初
か

ら
利

用
し

な
か

っ
た

理
由

（
共

働
き

親
，

片
働

き
親

の
順

） 
子

ど
も

の
コ

ロ
ナ

19
に

対
す

る
感

染
へ

の
不

安
（

64
. 5

%
，

74
. 2

%
），

緊
急

ケ
ア

申
請

児
童

数
が

少
な

く
て

気
兼

ね
す

る
（

29
. 9

%
，

16
. 9

%
）

な
ど

・
 「
全

く
」

利
用

し
な

か
っ

た
理

由
（

共
働

き
親

，
片

働
き

親
の

順
） 
子

ど
も

の
コ

ロ
ナ

19
に

対
す

る
感

染
へ

の
不

安
（

57
. 0

%
，

56
. 0

%
），

利
用

の
必

要
性

を
感

じ
な

い
（

27
. 2

%
，

44
. 0

%
）

な
ど

・
 利

用
の

必
要

性
を

感
じ

な
か

っ
た

理
由

（
共

働
き

親
，

片
働

き
親

の
順

） 
元

々
家

庭
で

面
倒

を
見

て
い

る
（

20
. 9

%
，

81
. 9

%
），

ご
両

親
や

親
戚

が
子

ど
も

の
面

倒
を

見
て

く
れ

る
（

41
. 9

%
，

5.
7%

），
在

宅
勤

務
で

子
ど

も
の

面
倒

を
見

る
こ

と
が

で
き

る
（

25
. 6

%
，

6.
7%

）
◯
在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
と
変
化

・
共

働
き

親
は

，
13

. 5
%
か

ら
9.
8%

へ
，

片
働

き
親

は
，

4.
8%

か
ら

1.
6%

へ
・

 利
用

し
な

い
理

由
（

共
働

き
親

，
片

働
き

親
の

順
） 
利

用
の

必
要

性
を

感
じ

な
い

（
52

. 6
%
，

63
. 0

%
），

 子
ど

も
の

コ
ロ

ナ
19

に
対

す
る

感
染

へ
の

不
安

（
37

. 7
%
，

37
. 0

%
），

在
宅

サ
ー

ビ
ス

の
安

全
衛

生
は

信
頼

で
き

な
い

（
28

. 7
%
，

21
. 8

%
）

・
 利

用
の

必
要

性
を

感
じ

ら
れ

な
か

っ
た

理
由

：
片

働
き

親
は

，
元

々
家

庭
で

面
倒

を
み

て
い

る
（

73
. 2

%
）

か
ら

で
あ

り
，

共
働

き
親

は
，

ご
両

親
や

親
戚

が
面

倒
を

見
て

く
れ

る
（

38
. 3

%
），

施
設

を
利

用
し

て
い

る
（

24
. 1

%
），

在
宅

勤
務

で
子

ど
も

の
面

倒
を

見
る

こ
と

が
で

き
る

（
17

. 0
%
）

子
ど
も
の
家
庭
で
の
学
び
の
環
境
に
関
す
る
実
態
調
査

L
ア

メ
リ

カ
全

土

N
at

io
na

l 
In

st
itu

te
 fo

r 
Ea

rly
Ed

uc
at

io
n 

R
es

ea
rc

h 
( N

IE
ER

)

Yo
un

g 
C

hi
ld

re
n’

s  
H

om
e 

Le
ar

ni
ng

 a
nd

 
Pr

es
ch

oo
l 

Pa
rti

ci
pa

tio
n 

Ex
pe

rie
nc

es
 

D
ur

in
g 

th
e 

Pa
nd

em
ic

５
月

22
日

～
６

月
５

日
1,
00

1
３

歳
～

５
歳

の
子

ど
も

の
い

る
保

護
者

オ
ン

ラ
イ

ン
（

パ
ネ

ル
調

査
の

協
力

者
か

ら
抽

出
さ

れ
た

保
護

者
に

メ
ー

ル
で

調
査

依
頼

）

〇
家
庭
で
の
学
び
の
経
験

・
 過

去
一

週
間

に
３

回
以

上
，

読
み

聞
か

せ
を

し
た

保
護

者
が

80
％

，
歌

っ
た

り
文

字
や

言
葉

，
数

を
教

え
た

保
護

者
が

60
％

以
上

，
描

画
や

工
作

を
し

た
保

護
者

が
37

％
，

お
話

を
聞

か
せ

た
保

護
者

が
47

％
で

あ
っ

た
。

こ
れ

ら
の

活
動

を
行

わ
な

か
っ

た
保

護
者

は
，

ほ
と

ん
ど

い
な

か
っ

た
。

・
上

記
の

活
動

の
実

施
頻

度
は

，
お

話
を

聞
か

せ
る

以
外

は
，

20
19

年
度

の
同

様
の

調
査

結
果

と
比

べ
て

，
少

な
か

っ
た

。
・

 上
記

の
活

動
の

実
施

頻
度

は
，

子
ど

も
の

年
齢

や
人

種
，

第
一

言
語

が
英

語
か

否
か

，
保

護
者

の
学

歴
，

共
働

き
か

否
か

等
，

子
ど

も
や

家
庭

の
特

徴
に

よ
っ

て
異

な
っ

た
。

〇
プ
リ
ス
ク
ー
ル
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加

・
 コ

ロ
ナ

禍
の

前
に

，
３

歳
か

ら
５

歳
で

キ
ン

ダ
ー

に
通

っ
て

い
な

い
子

ど
も

の
61

％
が

，
プ

リ
ス

ク
ー

ル
に

通
っ

て
い

た
。

そ
の

う
ち

74
％

が
，

コ
ロ

ナ
禍

に
プ

リ
ス

ク
ー

ル
が

休
園

に
な

っ
た

。
回

答
者

の
子

ど
も

の
通

っ
て

い
る

プ
リ

ス
ク

ー
ル

の
う

ち
，

公
立

で
は

90
％

以
上

が
休

園
し

（
大

半
が

20
20

年
３

月
に

休
園

），
逆

に
，

家
庭

的
保

育
の

72
％

は
開

所
を

続
け

た
。

〇
コ
ロ
ナ
禍
以
降
の
遠
隔
で
の
学
び
の
経
験

・
 48

％
の

子
ど

も
が

，
休

園
中

に
遠

隔
で

，
学

び
と

育
ち

の
サ

ポ
ー

ト
を

受
け

た
。

遠
隔

で
も

保
育

者
と

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
と

取
れ

た
子

ど
も

は
，

70
％

以
上

で
あ

っ
た

。
紙

媒
体

の
教

材
，

ワ
ー

ク
シ

ー
ト

，
デ

ジ
タ

ル
で

の
支

援
を

受
け

た
子

ど
も

は
，

そ
れ

ぞ
れ

50
％

以
上

で
あ

っ
た

。
事

前
に

録
画

さ
れ

た
動

画
を

提
供

さ
れ

た
子

ど
も

は
35

％
，

食
事

の
提

供
を

受
け

た
子

ど
も

は
23

％
。

・
上

記
の

学
び

の
支

援
に

関
す

る
活

動
に

参
加

し
た

子
ど

も
は

，
公

立
園

に
通

う
子

ど
も

の
方

が
，

私
立

園
に

通
う

子
ど

も
よ

り
割

合
が

高
か

っ
た

。
・

 特
別

な
支

援
を

必
要

と
す

る
場

合
で

，
個

別
の

教
育

計
画

で
の

支
援

を
受

け
た

子
ど

も
は

，
回

答
者

の
９

％
で

あ
っ

た
。

そ
の

う
ち

，
休

園
中

に
フ

ル
の

サ
ポ

ー
ト

を
得

た
子

ど
も

が
37

％
，

部
分

的
サ

ポ
ー

ト
を

得
た

子
ど

も
が

39
％

，
ま

っ
た

く
サ

ポ
ー

ト
を

受
け

な
か

っ
た

子
ど

も
が

23
％

で
あ

っ
た

。
・

 休
園

に
な

っ
た

子
ど

も
の

28
％

が
，

園
か

ら
必

修
の

課
題

を
受

け
取

り
，

一
日

に
一

時
間

程
度

，
そ

の
課

題
に

取
り

組
ん

だ
。

そ
の

う
ち

，
83

％
が

，
保

育
者

か
ら

の
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

を
得

た
。

〇
コ
ロ
ナ
禍
で
の
登
園
状
況

・
 26

％
の

子
ど

も
が

，
開

所
を

続
け

た
園

に
通

っ
て

い
た

。
そ

の
う

ち
，

45
％

が
登

園
を

控
え

, 1
4％

が
そ

れ
ま

で
と

異
な

る
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
で

登
園

し
，

３
％

が
異

な
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

通
っ

た
。

休
園

に
な

っ
た

子
ど

も
と

，
開

所
し

て
い

る
が

登
園

を
控

え
た

子
ど

も
を

合
わ

せ
る

と
，

回
答

者
の

子
ど

も
の

86
％

は
，

コ
ロ

ナ
禍

で
登

園
し

て
い

な
か

っ
た

。
コ

ロ
ナ

禍
以

前
と

同
じ

園
に

，
同

じ
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
で

通
い

続
け

た
子

ど
も

は
，

全
体

の
10

％
の

み
で

あ
っ

た
。
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保
育
者
の
状
況
，
認
識
に
関
す
る
実
態
調
査

M

ア
メ

リ
カ

全
土

（
50

州
） 

ワ
シ

ン
ト

ン D
C

プ
エ

ル
ト

リ
コ

N
at

io
na

l 
A

ss
oc

ia
tio

n 
fo

r t
he

Ed
uc

at
io

n 
of

 
Yo

un
g 

C
hi

ld
re

n
（

N
A

EY
C
）

N
A

EY
C

Pa
nd

em
ic

 
Su

rv
ey

s.
Fr

om
 th

e 
Fr

on
t L

in
es

: 
Th

e 
O

ng
oi

ng
 

Eff
ec

t o
f t

he
 

Pa
nd

em
ic

 o
n 

C
hi

ld
 C

ar
e.

４
月

２
日

～ 10
日

5,
00

0以
上

施
設

型
保

育
も

し
く

は
家

庭
的

保
育

の
保

育
者

オ
ン

ラ
イ

ン
（

英
語

と
ス

ペ
イ

ン
語

）

〇
開
園
状
況

・
回

答
者

の
半

数
近

く
が

，
休

園
中

と
回

答
（

都
会

や
郊

外
で

51
％

，
小

さ
な

町
や

地
方

で
40

％
）（

施
設

型
保

育
で

50
％

，
家

庭
的

保
育

で
27

％
）。

・
回

答
者

の
17

％
が

，
保

育
が

必
須

の
家

庭
を

除
い

て
，

全
員

に
対

し
て

休
園

中
と

回
答

。
・

回
答

者
の

３
％

が
，

コ
ロ

ナ
禍

以
前

と
変

更
な

し
と

回
答

。
・

休
園

し
て

い
な

い
回

答
者

の
う

ち
，

85
％

が
定

員
の

50
％

以
下

の
規

模
で

運
営

し
て

い
る

と
回

答
。

〇
経
済
的
な
懸
念

・
 回

答
者

の
37

％
が

，
職

員
を

解
雇

も
し

く
は

休
暇

扱
い

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
か

っ
た

，
あ

る
い

は
回

答
者

自
身

が
解

雇
さ

れ
た

も
し

く
は

休
暇

扱
い

と
な

っ
た

と
回

答
。

・
回

答
者

の
41

％
が

, １
週

間
か

ら
４

週
間

以
内

に
，

休
暇

扱
い

も
し

く
は

解
雇

に
な

る
こ

と
を

懸
念

し
て

い
た

。
・

回
答

者
の

１
/ ４

近
く

が
，

職
員

に
失

業
手

当
の

申
請

を
進

め
て

い
た

。
・

回
答

者
の

１
/ ５

が
，

何
ら

の
財

政
支

援
（

有
給

，
給

与
，

健
康

保
険

等
）

も
受

け
て

い
な

か
っ

た
。

※
他

に
，

Pa
yc

he
ck

 P
ro

te
ct

io
n 

Pr
og

ra
m
に

も
言

及
し

て
い

た
。

N

ア
メ

リ
カ

全
土

（
50

州
）

ワ
シ

ン
ト

ン D
C

プ
エ

ル
ト

リ
コ

N
at

io
na

l 
A

ss
oc

ia
tio

n 
fo

r t
he

 
Ed

uc
at

io
n 

of
Yo

un
g 

C
hi

ld
re

n 
（

N
A

EY
C
）

N
A

EY
C

Pa
nd

em
ic

 
Su

rv
ey

s. 
H

ol
di

ng
 O

n 
U

nt
il 

H
el

p 
C

om
es

: A
 

Su
rv

ey
 

R
ev

ea
ls

 
C

hi
ld

 C
ar

e’
s  

Fi
gh

t t
o 

Su
rv

iv
e.

６
月

19
日

～
30

日
5,
34

4
施

設
型

保
育

も
し

く
は

家
庭

的
保

育
の

保
育

者
（

50
州

）

オ
ン

ラ
イ

ン
（

英
語

と
ス

ペ
イ

ン
語

）

〇
財
政
的
支
援

・
回

答
者

の
２

/ ５
が

，
追

加
の

財
政

的
支

援
が

な
け

れ
ば

，
永

久
に

閉
園

す
る

こ
と

に
な

る
と

回
答

。
〇
開
園
・
登
園
状
況

・
施

設
型

保
育

の
18

％
と

，
家

庭
的

保
育

の
９

％
が

，
休

園
を

継
続

し
て

い
る

と
回

答
。

・
開

所
し

て
い

る
回

答
者

の
86

％
が

，
コ

ロ
ナ

禍
以

前
よ

り
も

登
園

児
数

が
減

少
し

た
と

回
答

。
平

均
で

, 6
7％

減
少

。
〇
支
出

・
施

設
型

保
育

で
の

70
％

以
上

で
，

追
加

の
支

出
が

発
生

し
て

い
る

（
職

員
に

つ
い

て
72

％
，

消
毒

の
物

資
に

つ
い

て
92

％
，

個
人

防
衛

具
に

つ
い

て
81

％
）。

〇
失
業

・
保

育
者

の
１

/ ４
が

，
失

業
保

険
に

申
請

し
た

，
も

し
く

は
受

け
取

っ
た

と
回

答
。

・
回

答
者

の
園

の
73

％
が

，
職

員
を

解
雇

も
し

く
は

休
暇

扱
い

を
し

た
／

す
る

予
定

が
あ

る
と

回
答

。

O
ア

メ
リ

カ
ネ

ブ
ラ

ス
カ

州

B
uff

et
t E

ar
ly

 
C

hi
ld

ho
od

 
In

st
itu

te
, 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
N

eb
ra

sk
a

Th
e 

N
eb

ra
sk

a 
C

O
V

ID
- 1
9

Ea
rly

 C
ar

e 
an

d 
Ed

uc
at

io
n 

Pr
ov

id
er

 
Su

rv
ey

.

３
月

20
日

～
１

週
間

1,
51

5

保
育

事
業

者
の

管
理

者
及

び
保

育
者

（
Fa

m
il

y 
 C

hi
ld

 
C

a
r

e
 

H
o

m
e 

( F
C

C
H

)  
と

 C
hi

ld
 

C
ar

e 
C

en
te

r (
C

C
C

)オ
ン

ラ
イ

ン

〇
ス
ト
レ
ス

・
C

C
C
の

69
％

と
FC

C
H
の

44
％

で
，

本
人

及
び

職
員

が
，

C
O

V
ID

- 1
9と

関
連

し
て

高
い

レ
ベ

ル
の

ス
ト

レ
ス

を
感

じ
て

い
た

。
・

C
C

C
の

管
理

者
の

80
％

が
，

職
員

が
体

調
不

良
で

も
出

勤
す

る
こ

と
を

心
配

し
て

い
た

。
・

C
C

C
と

FC
C

H
の

管
理

者
の

90
％

が
，

保
護

者
が

仕
事

の
た

め
に

体
調

不
良

の
子

ど
も

を
登

園
さ

せ
る

こ
と

を
心

配
し

て
い

た
。

・
管

理
職

及
び

職
員

の
２

/ ３
以

上
が

，
ス

ト
レ

ス
に

よ
る

子
ど

も
た

ち
へ

の
ケ

ア
の

質
の

低
下

を
懸

念
し

て
い

た
。

〇
経
済
的
懸
念

・
C

C
C
の

15
％

と
FC

C
H
の

21
％

で
，

管
理

者
が

休
園

に
よ

っ
て

経
営

が
悪

化
し

，
閉

園
す

る
可

能
性

が
あ

る
と

回
答

。
・

 管
理

者
の

57
％

が
，

休
園

中
に

財
政

的
支

援
を

得
ら

れ
な

い
と

回
答

。
管

理
者

の
80

％
以

上
が

，
登

園
自

粛
す

る
家

庭
が

い
る

と
回

答
し

，
FC

C
H
の

50
％

 と
C

C
C

C
の

70
％

で
，

保
育

料
収

入
が

減
少

と
回

答
。

保
育

従
事

者
の

多
く

が
，

給
与

の
減

少
に

よ
り

，
仕

事
や

家
の

た
め

の
借

金
・

ロ
ー

ン
の

支
払

い
が

で
き

な
く

な
る

と
回

答
。

〇
健
康
へ
の
懸
念

・
C

C
C
管

理
者

の
70

％
が

，
職

員
が

健
康

保
険

に
加

入
し

て
い

な
い

と
回

答
。

・
FC

C
H
で

は
健

康
保

険
に

加
入

し
て

い
な

い
管

理
者

の
割

合
が

C
C

C
よ

り
も

高
く

，
民

間
市

場
の

健
康

保
険

に
加

入
す

る
必

要
が

あ
る

と
回

答
。

・
管

理
者

が
，

自
身

が
C

O
V

ID
- 1
9に

罹
患

し
，

家
族

に
映

す
こ

と
を

心
配

し
て

い
た

。
・

C
C

C
の

保
育

者
の

93
％

が
，

保
護

者
が

体
調

不
良

の
子

ど
も

を
登

園
さ

せ
る

こ
と

を
心

配
し

て
い

た
。

・
管

理
職

が
，

食
材

の
不

足
を

心
配

し
，

消
毒

の
た

め
の

物
資

が
不

足
し

て
お

り
，

支
援

が
必

要
と

回
答

。
・

管
理

職
が

，
チ

ャ
イ

ル
ド

ケ
ア

で
は

「
ソ

ー
シ

ャ
ル

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

」
は

機
能

せ
ず

，
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
が

チ
ャ

イ
ル

ド
ケ

ア
を

考
慮

し
て

い
な

い
と

回
答

。
〇
情
報
の
不
足

・
FC

C
H
の

管
理

者
の

２
/ ３

が
メ

デ
ィ

ア
か

ら
，

C
C

C
の

管
理

者
の

75
％

が
政

府
か

ら
，

C
O

V
ID

- 1
9に

関
す

る
情

報
を

収
集

し
て

い
た

（
C

D
C
や

D
H

H
S等

）。
・

 C
O

V
ID

- 1
9に

関
す

る
ガ

イ
ド

を
，

認
証

さ
れ

た
専

門
家

や
コ

ー
チ

か
ら

個
人

的
な

メ
ー

ル
で

受
け

取
っ

て
い

る
と

回
答

し
た

の
は

，
管

理
者

の
50

％
で

あ
っ

た
。

P
ア

メ
リ

カ
 

ネ
ブ

ラ
ス

カ
州

B
uff

et
t E

ar
ly

 
C

hi
ld

ho
od

 
In

st
itu

te
 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
N

eb
ra

sk
a

Th
e 

N
eb

ra
sk

a 
C

O
V

ID
- 1
9

Ea
rly

 C
ar

e 
an

d 
Ed

uc
at

io
n 

Pr
ov

id
er

 
Su

rv
ey

 II
.

６
月

８
日

～ 17
日

（
ス

ペ
イ

ン
語

は
６

月
23

日
～

）

1,
05

7

保
育

事
業

者
の

管
理

者
及

び
保

育
者

（
Fa

m
ily

  C
hi

ld
 

C
ar

e 
H

om
e 

( F
C

C
H

)  と
C

hi
ld

 
C

ar
e 

C
en

te
r (

C
C

C
)オ

ン
ラ

イ
ン

（
英

語
，

ス
ペ

イ
ン

語
）

〇
財
政
的
支
援

・
回

答
者

の
１

/ ３
が

，
C

A
R

ES
 A

ct
に

基
づ

き
，

州
か

ら
の

財
政

的
支

援
を

申
請

し
受

け
取

っ
て

い
た

。
・

回
答

者
の

２
/ ３

が
，

私
的

な
寄

付
を

$ 1
, 0
00

受
け

，
食

材
や

消
毒

の
物

資
，

賃
料

や
ロ

ー
ン

，
職

員
の

給
与

に
あ

て
て

い
た

。
〇
経
済
的
影
響

・
管

理
者

の
１

/ ４
が

，
収

入
が

50
％

以
上

減
少

し
た

と
回

答
。

・
保

育
事

業
者

の
ほ

ぼ
全

員
が

，
入

園
率

の
低

下
を

経
験

し
て

お
り

，
特

に
C

C
C
で

低
下

が
顕

著
で

あ
っ

た
。

〇
健
康
と
情
緒
へ
の
影
響

・
コ

ロ
ナ

禍
に

，
保

育
事

業
者

の
１

/ ４
以

下
が

，
病

気
休

暇
を

取
得

し
た

。
・

保
育

事
業

者
の

大
半

が
，

睡
眠

の
変

化
，

集
中

の
困

難
，

社
会

的
孤

立
，

将
来

へ
の

不
安

な
ど

，
ス

ト
レ

ス
の

症
状

を
経

験
し

て
い

た
。

〇
現
在
と
今
後
の
見
通
し

・
保

育
事

業
者

の
51

％
が

，
C

O
V

ID
- 1
9の

状
況

が
継

続
・

悪
化

し
た

場
合

に
，

財
政

的
支

援
が

得
ら

れ
な

け
れ

ば
，

閉
園

す
る

可
能

性
が

高
い

と
回

答
。

・
保

育
事

業
者

の
87

％
が

，
財

政
的

支
援

が
あ

れ
ば

申
請

す
る

と
回

答
。

１
％

以
下

が
，

追
加

の
財

政
的

支
援

は
不

要
と

回
答

。

Q
ア

メ
リ

カ
ル

イ
ジ

ア
ナ

州

Lo
ui

si
an

a 
Po

lic
y 

In
st

itu
te

 fo
r 

C
hi

ld
re

n 
( L

PI
C

)

Th
e 

O
ng

oi
ng

 
Ip

m
ac

t o
f 

C
O

V
ID

- 1
9 

on Lo
ui

si
an

a 
C

hi
ld

 C
ar

e 
Pr

ov
id

er
s I

.

①
３

月
16

 
日

～
23

日
44

9
保

育
事

業
者

（
施

設
型

保
育

と
家

庭
的

保
育

）
オ

ン
ラ

イ
ン

〇
財
政
状
況

・
全

体
の

78
％

が
，

収
入

が
減

少
し

て
い

る
と

回
答

（
３

月
23

日
時

点
で

，
回

答
者

の
総

額
17

0万
ド

ル
）。

〇
開
園
状
況

・
全

体
の

20
％

が
休

園
し

，
15

％
が

休
園

の
見

込
み

と
回

答
。

州
の

教
育

省
が

実
施

し
た

調
査

に
よ

る
と

，
こ

の
翌

週
に

は
60

％
。

〇
保
育
料
と
給
与

・
全

体
の

72
％

が
，

保
育

料
を

徴
収

し
て

い
な

い
と

回
答

。
し

か
し

，
51

％
は

職
員

の
給

与
の

支
払

い
を

継
続

し
て

い
る

と
回

答
。

〇
今

後
の

見
通

し
・

 全
体

の
３

分
の

１
が

，
休

園
を

延
長

し
た

ら
閉

園
（

廃
園

）
と

せ
ざ

る
を

得
な

い
と

回
答

。
そ

れ
ら

の
保

育
事

業
者

で
は

，
約

12
, 5
00

人
の

子
ど

も
の

保
育

を
担

い
，

2,
00

0人
以

上
の

フ
ル

タ
イ

ム
な

い
し

パ
ー

ト
タ

イ
ム

の
職

員
を

雇
用

し
て

い
る

。
〇
助
成

・
全

体
の

90
％

以
上

が
，

現
在

お
よ

び
今

後
も

頃
中

で
休

園
が

続
く

場
合

に
，

休
園

中
も

職
員

の
給

与
支

払
い

の
た

め
財

政
支

援
が

必
要

と
回

答
。

R
ア

メ
リ

カ
ル

イ
ジ

ア
ナ

州

Lo
ui

si
an

a 
Po

lic
y 

In
st

itu
te

 fo
r 

C
hi

ld
re

n 
( L

PI
C

)

Th
e 

O
ng

oi
ng

 
Ip

m
ac

t o
f 

C
O

V
ID

- 1
9 

on Lo
ui

si
an

a 
C

hi
ld

 C
ar

e 
Pr

ov
id

er
s I

I.

②
４

月
13

日
～

20
日

38
3

保
育

事
業

者
（

施
設

型
保

育
と

家
庭

的
保

育
）

オ
ン

ラ
イ

ン

〇
財
政
状
況

・
全

体
の

87
％

が
，

コ
ロ

ナ
禍

の
継

続
に

よ
り

，
財

政
上

の
損

失
を

経
験

（
４

月
20

日
時

点
で

，
１

園
あ

た
り

平
均

26
, 0
00

米
ド

ル
）。

〇
開
園
状
況

・
 全

体
の

約
３

分
の

１
が

，
引

き
続

き
休

園
を

続
け

る
と

予
想

（
１

園
あ

た
り

平
均

61
人

の
子

ど
も

を
保

育
士

，
13

人
の

フ
ル

タ
イ

ム
な

い
し

パ
ー

ト
タ

イ
ム

の
職

員
を

雇
用

）。
・

開
園

し
て

い
る

保
育

事
業

者
の

97
％

が
，

エ
ッ

セ
ン

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
の

保
護

者
の

子
ど

も
を

保
育

す
る

た
め

に
開

園
し

て
い

る
と

回
答

。
〇
職
員
の
雇
用

・
全

体
の

46
％

が
，

す
で

に
職

員
を

一
時

解
雇

し
た

と
回

答
。

全
体

の
62

％
が

，
今

後
も

コ
ロ

ナ
禍

が
続

い
た

ら
，

職
員

を
一

時
解

雇
す

る
見

込
み

が
あ

る
と

回
答

。
〇
助
成

・
全

体
の

70
％

強
が

，
休

園
中

の
固

定
費

用
の

支
払

い
や

職
員

の
給

与
の

支
払

い
の

た
め

，
助

成
が

必
要

と
回

答
。
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ア
メ

リ
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イ
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II.

③
６

月
15

 
日

～
22

日
66

6
保

育
事

業
者

（
施

設
型

保
育

と
家

庭
的

保
育

）
オ

ン
ラ

イ
ン

〇
財
政
状
況

・
全

体
の

77
％

が
，

財
政

上
の

存
置

を
経

験
（

６
月

22
日

時
点

で
，

１
園

あ
た

り
平

均
11

0,
00

0米
ド

ル
）。

〇
登
園
状
況

・
開

園
し

て
い

る
保

育
事

業
者

の
81

％
が

，
コ

ロ
ナ

禍
前

の
１

月
と

比
べ

て
，

登
園

し
て

い
る

園
児

数
が

少
な

い
と

回
答

（
平

均
し

て
30

％
減

）。
〇
待
機
児
童

・
全

体
の

45
％

（
休

園
中

も
含

む
）

が
，

子
ど

も
の

入
園

を
望

む
保

護
者

の
待

機
リ

ス
ト

が
あ

る
と

回
答

。
〇
物
資
の
不
足

・
全

体
の

３
分

の
２

程
度

が
，

必
要

な
物

資
（

衛
生

用
品

や
個

人
防

衛
具

を
含

む
）

の
入

手
困

難
を

回
答

。
・

全
体

の
67

％
が

，
衛

生
用

品
の

購
入

の
た

め
，

支
出

増
と

回
答

。
〇
登
園
数
の
少
な
さ
へ
の
懸
念

・
 開

園
し

て
い

る
保

育
事

業
者

の
22

％
が

，
現

在
の

園
児

数
の

少
な

さ
で

も
継

続
し

て
運

営
で

き
る

と
回

答
。

同
じ

く
35

％
が

，
こ

の
少

な
さ

で
半

年
以

上
続

く
と

，
経

営
が

厳
し

い
と

回
答

。

T
ア

メ
リ

カ
カ

ル
フ

ォ
ル

ニ
ア

州

C
en

te
r f

or
 

th
e 

St
ud

y 
of

 
C

hi
ld

 C
ar

e
Em

pl
oy

m
en

t
( C

SC
C

E)

C
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ifo
rn
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C

hi
ld

 C
ar

e 
at

 
th

e 
B

rin
k:

 
Th

e 
D

ev
as

ta
tin

g 
Im

pa
ct

 o
f 

C
O

V
ID

- 1
9 

on C
al

ifo
rn

ia
C

hi
ld

 C
ar

e

４
月

13
日

～
30

日
2,
00

0以
上

保
育

事
業

者
（

34
%
が

認
可

の
施

設
型

保
育

, 6
6%

が
認

可
の

家
庭

的
保

育
）

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査

〇
開
園
状
況

・
施

設
型

保
育

の
34

%
，

家
庭

的
保

育
の

72
%
が

開
園

し
続

け
て

い
た

。
・

開
園

し
て

い
る

保
育

事
業

者
の

63
%
が

，
一

ヶ
月

な
い

し
そ

れ
以

上
休

園
し

た
ら

，
経

営
を

続
け

ら
れ

な
い

と
回

答
。

・
開

園
し

て
い

る
保

育
事

業
者

の
23

%
が

，
少

し
で

も
休

園
し

た
ら

経
営

を
続

け
ら

れ
な

い
と

回
答

。
・

休
園

し
て

い
る

保
育

事
業

者
の

14
%
が

，
５

月
30

日
以

降
も

休
園

す
る

場
合

は
，

経
営

を
続

け
ら

れ
な

い
と

回
答

。
〇
職
員
の
雇
用

・
全

体
の

78
%
が

，
職

員
の

雇
用

に
変

化
が

あ
っ

た
と

回
答

（
一

時
解

雇
，

給
与

削
減

な
ど

）。
・

全
体

の
57

%
が

，
職

員
を

一
時

解
雇

な
い

し
休

暇
扱

い
と

し
た

。
〇
物
資
の
不
足

・
全

体
の

62
%
が

，
衛

生
や

消
毒

の
た

め
の

物
資

の
不

足
，

個
人

防
衛

具
が

不
足

し
て

い
る

と
回

答
。

・
開

園
し

て
い

る
保

育
事

業
者

の
69

%
が

，
衛

生
や

消
毒

の
た

め
の

助
成

が
必

要
と

回
答

。
・

開
園

し
て

い
る

保
育

事
業

者
の

21
%
が

，
食

材
の

確
保

に
困

難
が

あ
る

と
回

答
。

〇
州
か
ら
の
指
示

・
全

体
の

37
%
が

，
明

瞭
な

ガ
イ

ダ
ン

ス
や

規
制

の
変

更
を

求
め

て
い

た
（

休
園

，
ソ

ー
シ

ャ
ル

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

，
人

数
比

な
ど

）。
・

 開
園

し
て

い
る

保
育

事
業

者
の

28
%
が

，
保

護
者

が
エ

ッ
セ

ン
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

以
外

で
，

リ
ス

ク
の

高
く

な
い

家
庭

の
子

ど
も

を
受

け
入

れ
て

い
た

。
開

園
し

て
い

る
保

育
事

業
者

の
６

%
が

，
そ

う
し

た
子

ど
も

の
み

の
保

育
を

行
っ

て
い

た
。

U
カ

ナ
ダ

全
土

Fr
ie

nd
ly

, M
., 

Fo
re

r, 
B

., 
&

 
V

ic
ke

rs
on

, 
R

.

Th
e 

pa
nd

em
ic

 
ex

pe
rie

nc
e 

 
ha

s c
re

at
ed

 
an

 u
nc

er
ta

in
 

fu
tu

re
 fo

r 
C

an
ad

ia
n 

ch
ild

 c
ar

e 
se

rv
ic

es
: 

H
ig

hl
ig

ht
s o

f 
a 

na
tio

na
l 

su
rv

ey

４
月

～
５

月
6,
56

4

保
育

事
業

者
の

管
理

職
（

5,
72

9の
施

設
型

保
育

と
2,
57

1の
家

庭
的

保
育

）

オ
ン

ラ
イ

ン
（

英
語

，
フ

ラ
ン

ス
語

）

〇
開
園
状
況

・
施

設
型

保
育

の
72

％
，

家
庭

的
保

育
の

39
％

が
，

全
園

で
も

し
く

は
大

半
の

園
児

を
対

象
に

休
園

し
て

い
た

（
州

に
よ

っ
て

差
あ

り
）。

・
休

園
中

の
園

の
う

ち
，

再
開

す
る

予
定

が
あ

る
の

は
，

施
設

型
保

育
で

64
％

，
家

庭
的

保
育

で
62

％
。

〇
登
園
状
況
と
保
育
料

・
エ

ッ
セ

ン
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
子

ど
も

の
み

を
対

象
に

保
育

を
行

っ
た

の
は

，
施

設
型

保
育

で
74

％
，

家
庭

的
保

育
で

24
％

。
・

子
ど

も
を

登
園

さ
せ

て
い

る
エ

ッ
セ

ン
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
う

ち
，

49
％

が
保

育
料

の
全

額
を

支
払

い
，

８
％

が
減

額
さ

れ
，

34
％

が
無

償
で

あ
っ

た
。

〇
職
員
の
雇
用

・
 園

の
71

％
が

，
職

員
の

一
時

解
雇

を
行

っ
た

（
園

長
も

含
む

全
員

24
％

，
園

長
以

外
の

現
場

職
員

21
％

，
半

数
以

上
の

現
場

職
員

10
％

，
半

数
以

下
の

現
場

職
員

16
％

）。
・
施

設
型

保
育

で
一

時
解

雇
と

な
っ

た
職

員
の

90
％

以
上

が
，

州
の

給
付

制
度

に
申

請
し

た
。

一
方

，
家

庭
的

保
育

で
給

付
制

度
に

申
請

し
た

の
は

37
％

で
あ

っ
た

。
〇
財
政
状
況

・
施

設
型

保
育

の
68

％
が

，
コ

ロ
ナ

禍
以

前
よ

り
も

財
政

状
況

が
悪

化
し

て
い

た
。

・
施

設
型

保
育

の
54

％
，

家
庭

的
保

育
の

42
％

が
，

コ
ロ

ナ
禍

以
前

よ
り

も
州

か
ら

の
助

成
金

が
減

っ
て

い
る

と
回

答
。

・
州

の
給

付
制

度
の

使
用

を
検

討
し

て
い

る
施

設
型

保
育

は
少

な
か

っ
た

。
・

 州
の

給
付

制
度

で
完

全
に

満
た

さ
れ

た
と

回
答

し
た

施
設

型
保

育
は

４
％

で
，

か
な

り
満

た
さ

れ
た

21
％

，
や

や
満

た
さ

れ
た

34
％

，
あ

ま
り

満
た

さ
れ

て
い

な
い

14
％

，
ま

っ
た

く
満

た
さ

れ
て

い
な

い
８

％
で

あ
っ

た
。

〇
今
後
の
懸
念

・
 施

設
型

保
育

の
93

％
が

，
複

数
の

懸
念

事
項

を
挙

げ
て

い
た

。
最

多
は

，
C

O
V

ID
- 1
9の

健
康

や
安

全
に

関
わ

る
コ

ス
ト

で
88

％
，

登
園

率
の

低
さ

85
％

，
職

員
の

配
置

の
困

難
65

％
，

再
開

の
コ

ス
ト

59
％

等
で

あ
っ

た
。

・
家

庭
的

保
育

で
も

，
登

園
率

の
低

さ
74

％
と

，
C

O
V

ID
- 1
9の

健
康

や
安

全
に

関
わ

る
コ

ス
ト

68
％

が
最

多
で

あ
っ

た
。

V
イ

ギ
リ

ス

C
hr

is
 P

as
ca

l, 
To

ny
 

B
er

tra
m

, 
C

ar
l 

C
ul

lin
an

e 
an

d 
Er

ic
a

H
ol

t-W
hi

te

C
O

V
ID

- 1
9 

IM
PA

C
TS

: 
EA

R
LY

 
Y

EA
R

S

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
①

４
月

22
 

日
～

29
日

②
５

月
20

 
日

～
27

日
事

例
調

査
６

月
11

日
～

19
日

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
①

3,
16

7
②

6,
30

0
事

例
調

査
64

保
育

者
（

事
例

調
査

は
，

バ
ー

ミ
ン

ガ
ム

州
の

管
理

者
を

対
象

）

不
明

〇
開
園
状
況

・
 民

間
の

保
育

施
設

の
67

％
が

，
ロ

ッ
ク

ダ
ウ

ン
期

間
中

，
一

時
的

に
休

園
し

て
い

た
（

プ
リ

ス
ク

ー
ル

の
79

％
，
ナ

ー
サ

リ
ー

の
59

％
，
チ

ャ
イ

ル
ド

マ
イ

ン
ダ

ー
の

41
％

）。
・

貧
困

地
域

ほ
ど

，
開

園
し

て
い

る
保

育
施

設
が

多
か

っ
た

（
最

貧
困

地
域

で
36

％
，

最
裕

福
地

域
で

30
％

）。
・

公
立

の
ナ

ー
サ

リ
ー

は
（

特
に

困
難

な
状

況
の

地
域

で
は

）
開

園
し

続
け

，
地

域
の

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
貢

献
し

て
い

た
。

・
民

間
の

保
育

施
設

の
65

％
が

，
６

月
１

日
に

開
園

す
る

見
込

み
と

回
答

。
20

％
が

開
園

せ
ず

，
15

％
が

不
明

と
海

津
。

〇
財
政
状
況

・
 ロ

ッ
ク

ダ
ウ

ン
中

，
多

く
の

保
育

施
設

が
深

刻
な

財
政

状
況

に
あ

り
，

政
府

か
ら

の
支

援
を

申
請

す
る

必
要

が
あ

っ
た

。
最

貧
困

地
域

で
は

，
最

裕
福

地
域

の
２

倍
程

度
，

事
業

税
支

払
い

免
除

が
必

要
で

あ
っ

た
（

35
％

と
16

％
）。

・
同

様
に

，
最

貧
困

地
域

で
は

最
裕

福
地

域
の

２
倍

近
く

，
事

業
者

向
け

の
助

成
金

給
付

を
利

用
し

て
い

た
（

18
％

と
10

％
）。

・
し

か
し

，
政

府
か

ら
の

財
政

支
援

が
十

分
で

あ
る

と
考

え
る

保
育

事
業

者
は

25
％

に
留

ま
っ

た
。

・
来

年
，

保
育

事
業

を
継

続
で

き
る

見
込

み
が

な
い

と
回

答
し

た
保

育
施

設
が

，
最

貧
困

地
域

で
34

％
，

最
裕

福
地

域
で

24
%
で

あ
っ

た
。

・
今

後
半

年
の

間
，

赤
字

で
の

運
営

に
な

る
懸

念
を

抱
え

て
い

る
保

育
施

設
が

69
%
で

，
黒

字
を

予
想

し
た

保
育

施
設

は
５

%
。

・
職

員
の

解
雇

が
必

要
に

な
る

だ
ろ

う
と

回
答

し
た

保
育

施
設

が
，

最
貧

困
地

域
で

42
%
，

最
裕

福
地

域
で

31
%
。

・
 上

記
の

懸
念

は
，

コ
ロ

ナ
禍

以
前

か
ら

財
政

状
況

の
厳

し
く

人
員

不
足

，
有

資
格

者
の

不
足

が
問

題
で

あ
っ

た
保

育
施

設
で

最
も

顕
著

で
，

財
政

支
援

を
必

要
と

し
て

い
た

。
保
育
実
践
の
内
容
に
関
す
る
実
態
調
査

W
中

国
・

合
肥

市

裴
文

云
・

汪
秋

萍

パ
ン

デ
ミ

ッ
ク

の
た

め
の

連
休

中
に

，
保

護
者

の
視

点
か

ら
見

た
幼

稚
園

で
の

オ
ン

ラ
イ

ン
ガ

イ
ダ

ン
ス

実
施

の
提

案

２
月

22
日

～
２

月
25

 
日

28
07

幼
稚

園
の

子
ど

も
の

保
護

者
オ

ン
ラ

イ
ン

◯
子
ど
も
の
家
庭
で
の
生
活
と
そ
の
内
容
に
関
す
る
ニ
ー
ズ

・
 保

護
者

が
必

要
と

し
て

い
た

の
は

，
子

ど
も

の
感

情
的

な
調

整
の

ガ
イ

ダ
ン

ス
（

71
. 8
3％

），
さ

ま
ざ

ま
な

遊
び

や
活

動
の

ガ
イ

ダ
ン

ス
（

66
. 8
1％

），
１

週
間

の
親

子
活

動
の

具
体

的
な

ス
ケ

ー
ジ

ュ
ー

ル
（

66
. 1
1％

），
１

週
間

の
栄

養
的

な
食

事
の

レ
シ

ビ
（

42
. 6
3％

）。
・

 保
護

者
の

望
み

と
し

て
，

提
供

さ
れ

た
親

子
の

活
動

に
つ

い
て

手
順

と
方

法
が

簡
単

で
あ

る
こ

と
（

87
. 0
5％

），
提

供
さ

れ
た

ビ
デ

オ
が

簡
潔

で
ス

ム
ー

ズ
で

あ
る

こ
と

（
80

. 2
％

），
資

料
の

中
の

テ
キ

ス
ト

が
簡

潔
で

明
確

で
あ

る
こ

と
（

76
. 7
3％

）。
・

保
護

者
の

86
. 4
5％

は
，

親
子

の
活

動
用

に
必

要
な

材
料

は
，

家
庭

で
す

ぐ
に

入
手

で
き

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
望

む
で

と
回

答
。

◯
C
O
V
ID
-1
9流
行
時
の
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
保
育
者
と
子
ど
も
の
関
わ
り
の
ニ
ー
ズ

・
保

護
者

の
85

. 7
8％

は
，

ク
ラ

ス
の

保
育

者
が

子
ど

も
た

ち
と

交
流

で
き

る
こ

と
を

望
ん

で
い

た
。

・
 保

護
者

の
72

. 0
7％

は
，

保
育

者
と

子
ど

も
が

関
わ

る
こ

と
で

感
情

的
な

ニ
ー

ズ
が

満
た

さ
れ

る
と

考
え

て
お

り
，

62
. 5
5％

は
，

関
わ

り
と

は
仲

間
同

士
が

挨
拶

で
き

る
こ

と
だ

と
考

え
て

い
た

。
57

. 6
5％

は
，

保
育

者
が

個
別

に
子

ど
も

の
遊

び
を

指
導

で
き

る
こ

と
を

望
ん

で
い

た
。

・
保

護
者

の
64

. 9
8％

は
，

ク
ラ

ス
全

体
で

一
緒

に
活

動
を

行
う

こ
と

，
42

. 7
1％

は
グ

ル
ー

プ
で

行
う

こ
と

，
17

. 2
1％

は
個

別
に

行
う

こ
と

を
希

望
し

て
い

た
。

◯
保
育
施
設
か
ら
家
庭
へ
の
資
料
発
信
の
ニ
ー
ズ

・
保

護
者

の
39

. 7
6％

は
，

学
年

別
の

発
信

，
40

. 7
2％

は
ク

ラ
ス

で
の

発
信

，
14

. 0
6％

は
幼

稚
園

全
体

で
発

信
す

る
こ

と
を

希
望

し
て

い
た

。
・

 保
護

者
の

71
％

は
，

保
育

者
と

子
ど

も
が

交
流

す
る

ス
ペ

ー
ス

と
し

て
，

日
常

的
に

用
い

て
い

る
ク

ラ
ス

の
Q

Q
グ

ル
ー

プ
ま

た
は

W
eC

ha
tグ

ル
ー

プ
で

使
用

で
き

る
と

回
答

。
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表
4　
C
O
V
ID
-1
9関
連
の
保
育
・
幼
児
教
育
施
設
に
関
連
す
る
国
内
調
査
（
20
20
年
８
月
31
日
時
点
）

＜
保
護
者
の
状
況
、
保
育
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
実
態
調
査
＞

調
査

番
号

著
者

名
タ

イ
ト

ル
調

査
内

容
調

査
時

期
分

析
対

象
者

数
調

査
対

象
調

査
方

法
調

査
地

域
発

行
月

U
R

L
１

発
達

保
育

実
践

政
策

学
セ

ン
タ

ー
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
流

行
に

伴
う

乳
幼

児
の

成
育

環
境

の
変

化
に

関
す

る
緊

急
調

査

○
回

答
者

の
属

性
　

 （
子

の
通

園
・

通
学

状
況

，
回

答
者

と
配

偶
者

の
就

労
状

況
，

世
帯

所
得

，
エ

ッ
セ

ン
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

か
）

○
養

育
環

境
の

変
化

　
 （
育

児
方

法
・

育
児

時
間

の
変

化
，

子
育

て
環

境
の

変
化

に
よ

る
仕

事
・

子
育

て
へ

の
影

響
，

家
計

へ
の

影
響

と
不

安
感

，
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

・
ス

ト
レ

ス
状

況
，

自
治

体
の

補
助

金
や

物
品

の
支

給
状

況
，

養
育

・
保

育
に

関
わ

る
悩

み
・

困
り

ご
と

（
自

由
記

述
）

○
子

ど
も

状
態

の
変

化
　

 （
子

ど
も

の
生

活
習

慣
に

つ
い

て
（

起
床

時
間

と
就

寝
時

間
，

睡
眠

習
慣

，
夕

食
時

間
，

家
庭

で
の

食
事

習
慣

），
子

ど
も

の
行

動
や

感
情

に
関

し
て

，
幼

稚
園

・
保

育
所

・
認

定
子

ど
も

園
の

再
開

時
の

子
ど

も
の

反
応

予
測

（
登

園
・

登
校

し
ぶ

り
，

園
生

活
へ

の
適

応
困

難
，

す
み

や
か

な
登

園
・

登
校

の
再

開
））

４
月

30
日

～
５

月
12

日
26

79
就

学
前

の
子

ど
も

（
０

～
６

歳
）

を
も

つ
保

護
者

 

オ
ン

ラ
イ

ン
（

オ
ー

プ
ン

）
全

国
６

月
ht

tp
://

w
w

w.
ce

de
p.

p.
u-

to
ky

o.
ac

.jp
/p

ro
je

ct
s_

on
go

in
g/

co
vi

d-
19

st
ud

y/

２
全

国
認

定
こ

ど
も

園
協

会
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

に
係

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

報
告

書

・
 緊

急
事

態
宣

言
の

発
令

や
外

出
自

粛
の

影
響

に
よ

る
，

子
育

て
や

生
活

の
困

り
ご

と
・

子
ど

も
の

生
活

・
行

動
・

情
緒

・
態

度
・

家
庭

内
に

お
け

る
回

答
者

の
変

化
・

 新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
へ

の
対

応
に

お
け

る
（

行
政

へ
の

）
要

望
や

困
り

ご
と

（
自

由
記

述
）

・
 幼

児
教

育
・

保
育

施
設

や
子

育
て

支
援

事
業

等
の

運
営

・
利

用
・

家
庭

支
援

の
状

況
，

困
り

ご
と

や
要

望

５
月

15
日

～
６

月
６

日
61

08
保

護
者

（
０

～
６

歳
の

未
就

学
児

の
い

る
保

護
者

）

オ
ン

ラ
イ

ン
（

オ
ー

プ
ン

）
全

国
８

月
ht

tp
://

w
w

w.
ko

do
m

oe
nk

yo
ka

i.o
rg

/
ne

w
s.p

hp
?d

= 1
&

id
= 4

53

＜
子

ど
も

の
家

庭
で

の
学

び
の

環
境

に
関

す
る

実
態

調
査

＞

３
愛

甲
哲

也
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
ィ

ル
ス

の
影

響
に

よ
る

子
ど

も
の

生
活

と
遊

び
状

況
調

査
～

休
校

・
休

園
や

外
出

自
粛

は
子

ど
も

の
生

活
と

外
遊

び
に

ど
う

影
響

す
る

か
～

・
 休

校
・

休
園

や
外

出
自

粛
中

の
子

ど
も

の
過

ご
し

方
の

変
化

，
外

遊
び

の
必

要
性

，
求

め
る

情
報

・
 野

外
で

の
遊

び
に

つ
い

て
気

を
つ

け
て

い
る

こ
と

や
子

ど
も

に
伝

え
て

い
る

こ
と

・
子

ど
も

の
自

宅
で

の
過

ご
し

方
の

工
夫

３
月

19
日

～
４

月
１

日
92

3
中

学
生

ま
で

の
子

ど
も

オ
ン

ラ
イ

ン
（

オ
ー

プ
ン

）
主

に
北

海
道

　
　

　
　

　
　

　

４
月

ht
tp

s:
//w

w
w.

ho
ku

da
i.

ac
.jp

/n
ew

s/
pd

f/ 2
00

41
0_

pr
.p

df

４
国

立
成

育
医

療
研

究
セ

ン
タ

ー
「

コ
ロ

ナ
×

こ
ど

も
ア

ン
ケ

ー
ト

」
第

１
回

調
査

報
告

書

○
家

庭
の

状
況

（
同

居
家

族
，

親
の

就
労

状
況

）
○

 新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
関

連
( 通

学
で

き
な

い
友

達
と

会
え

な
い

困
難

さ
や

心
配

，
家

庭
の

経
済

状
況

）
○

学
校

・
勉

強
・

友
人

へ
の

連
絡

状
況

○
外

出
頻

度
・

運
動

・
ス

ク
リ

ー
ン

タ
イ

ム
・

生
活

リ
ズ

ム
○

子
ど

も
た

ち
の

声
（

自
由

記
述

）
○

保
護

者
の

声
（

自
由

記
述

）

４
月

30
日

～
５

月
31

日
の

べ
87

07
 

( 保
護

者
6,
11

6
人

，
こ

ど
も

2,
59

1
人

)

７
～

1
7

歳
の

子
ど

も
 

０
～

17
歳

の
子

ど
も

の
保

護
者

オ
ン

ラ
イ

ン
（

オ
ー

プ
ン

）
全

国
（

6
8

%
が

関
東

在
住

）

６
月

ht
tp

s:
//w

w
w.

nc
ch

d.
go

.jp
/c

en
te

r/a
ct

iv
ity

/
co

vi
d 1

9_
ko

do
m

o/
re

po
rt/

re
po

rt_
01

.h
tm

l

＜
保

育
者

の
状

況
，

認
識

に
関

す
る

実
態

調
査

＞

５
全

国
私

立
保

育
園

連
盟

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
関

す
る

調
査

○
都

道
府

県
別

の
出

席
率

（
出

席
数

/在
籍

数
）

○
回

答
施

設
の

市
区

町
村

に
お

け
る

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
者

数
○

市
区

町
村

の
施

設
の

開
所

方
針

○
所

属
施

設
の

保
護

者
（

家
庭

）
へ

の
登

園
方

針
○

施
設

と
し

て
の

困
難

さ
や

不
安

に
関

し
て

○
 （

市
区

町
村

の
方

針
を

受
け

て
）

休
園

期
間

中
の

保
護

者
負

担
費

用
の

施
設

の
対

応
に

つ
い

て
○

 通
常

保
育

と
並

行
し

て
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
へ

の
各

種
対

策
を

行
う

人
員

的
余

裕
に

つ
い

て
○

 厚
生

労
働

省
令

和
２

年
３

月
10

日
発

出
の

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
関

す
る

緊
急

対
応

策
（

第
二

弾
）

に
つ

い
て

○
 令

和
２

年
度

補
正

予
算

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
関

す
る

緊
急

対
応

策
に

つ
い

て
○

 令
和

２
年

４
月

14
日

厚
生

労
働

省
FA

Q
 市

区
町

村
の

方
針

で
臨

時
休

園
を

行
っ

た
場

合
で

も
給

付
費

は
通

常
通

り
に

支
給

す
る

旨
を

知
っ

て
い

た
か

４
月

23
日

～
30

日
（

回
答

は
４

月
22

日
時

点
の

状
況

）

31
47

保
育

施
設

（
１

施
設

１
回

答
）

オ
ン

ラ
イ

ン
（

オ
ー

プ
ン

）
全

国
５

月
ht

tp
://

w
w

w.
ze

ns
hi

ho
re

n.
or

.jp
/a

bo
ut

/d
ia

gr
am

/
ty

ou
sa

.h
tm

l



567保育・幼児教育施設における新型コロナウイルス感染症に関わる対応や影響についての検討

６
発

達
保

育
実

践
政

策
学

セ
ン

タ
ー

保
育

・
幼

児
教

育
施

設
に

お
け

る
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
に

関
わ

る
対

応
や

影
響

に
関

す
る

調
査

○
開

園
状

況
，

登
園

状
況

○
職

員
の

勤
務

状
況

○
感

染
予

防
・

拡
大

防
止

の
た

め
の

対
策

○
感

染
リ

ス
ク

の
高

い
お

子
さ

ん
の

状
況

と
対

応
○

登
園

し
て

い
な

い
家

庭
へ

の
対

応
○

保
護

者
へ

の
連

絡
・

情
報

提
供

○
保

護
者

か
ら

の
相

談
○

職
員

全
般

及
び

回
答

者
の

ス
ト

レ
ス

（
緊

張
，

不
安

等
）

○
自

治
体

か
ら

の
登

園
自

粛
・

臨
時

休
園

の
方

針
○

新
型

コ
ロ

ナ
に

関
わ

る
自

治
体

や
国

の
対

応
○

新
型

コ
ロ

ナ
対

応
に

関
す

る
相

談
・

情
報

交
換

・
連

携
○

新
型

コ
ロ

ナ
に

関
し

て
，

も
っ

と
知

り
た

い
情

報
○

 新
型

コ
ロ

ナ
に

関
わ

る
対

応
で

，
大

変
な

こ
と

・
困

っ
た

こ
と

，
工

夫
し

た
こ

と
・

新
た

に
導

入
し

た
こ

と
○

 新
型

コ
ロ

ナ
が

問
題

化
す

る
前

と
比

べ
て

，
問

題
が

落
ち

着
い

た
後

に
，

変
化

す
る

と
思

う
こ

と

４
月

30
日

～
５

月
12

日
95

4
保

育
・

幼
児

教
育

施
設

の
職

員
( す

べ
て

の
役

職
)

オ
ン

ラ
イ

ン
（

オ
ー

プ
ン

）
全

国
６

月
ht

tp
://

w
w

w.
ce

de
p.

p.
u-

to
ky

o.
ac

.jp
/

cm
s/

?w
pd

m
dl

= 1
81

48

７
全

国
保

育
園

保
健

師
看

護
師

連
絡

会
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

○
子

ど
も

の
登

園
状

況
○

現
在

の
感

染
症

対
策

の
状

況
　

 （
具

体
的

な
衛

生
管

理
・

保
育

中
の

感
染

予
防

の
実

施
状

況
・

備
え

な
ど

，
困

難
さ

の
自

由
記

述
）

５
月

４
日

～
14

日
22

4
保

育
・

幼
児

教
育

施
設

オ
ン

ラ
イ

ン
全

国
５

月
ht

tp
s:

//w
w

w.
ho

ik
u-

ka
ng

o.
jp

/in
de

x.
ph

p/
20

20
/ 0
5/
24

/ 1
61

5/

８
全

国
認

定
こ

ど
も

園
協

会
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
対

策
に

係
る

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
報

告
書

○
出

席
率

・
運

営
状

況
・

職
員

の
出

勤
状

況
○

地
域

子
育

て
支

援
事

業
に

つ
い

て
・

園
の

子
育

て
支

援
の

取
り

組
み

○
登

園
し

て
い

な
い

園
児

へ
の

対
応

○
 職

員
の

出
勤

状
況

・
職

員
の

ス
ト

レ
ス

や
家

庭
の

状
況

，
職

員
の

労
務

管
理

や
ヘ

ル
ス

ケ
ア

に
関

し
て

○
臨

時
休

園
等

を
想

定
し

た
対

応
策

○
 保

育
所

等
に

お
け

る
マ

ス
ク

購
入

等
の

感
染

拡
大

防
止

対
策

に
係

る
支

援
　（

３
 月

 1
0 
日

発
出

） 【
厚

生
労

働
省

】
の

助
成

状
況

○
 教

育
支

援
体

制
整

備
事

業
費

交
付

金
＜

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
対

応
＞

（
３

 
月

 1
7 
日

発
出

 ）
【

文
部

科
学

省
】

の
助

成
状

況
○

 そ
の

他
（

自
由

記
述

）（
現

行
の

不
安

点
，

工
夫

，
市

区
町

村
の

対
応

や
給

付
金

・
助

成
金

等
の

措
置

，
自

治
体

，
保

健
所

と
協

力
し

て
い

る
取

り
組

み
，

保
護

者
や

園
児

の
様

子
に

つ
い

て
気

に
な

る
こ

と
，，

運
営

上
困

っ
て

い
る

点
や

質
問

）

５
月

15
日

～
６

月
６

日
39

3
協

会
会

員
園

オ
ン

ラ
イ

ン
(

協
会

会
員

園
の

み
）

全
国

８
月

ht
tp

://
w

w
w.

ko
do

m
oe

nk
yo

ka
i.o

rg
/

ne
w

s.p
hp

?d
= 1

&
id

= 4
53

９
全

国
保

育
協

議
会

・
全

国
保

育
士

会
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

症
へ

の
対

応
等

に
関

す
る

調
査

○
休

園
中

等
の

子
ど

も
・

保
護

者
へ

の
対

応
に

つ
い

て
・

登
園

を
控

え
て

い
る

子
ど

も
や

保
護

者
に

対
し

て
取

り
組

み
○

保
育

現
場

の
状

況
に

つ
い

て
・

保
育

士
等

の
現

場
の

ス
ト

レ
ス

要
因

と
し

て
考

え
ら

れ
る

主
な

も
の

・
保

育
士

等
の

働
く

環
境

づ
く

り
に

関
し

て
実

施
し

て
い

る
こ

と

５
月

18
日

～
26

日
22

0
全

国
保

育
協

議
会

協
議

員
及

び
全

国
保

育
士

会
委

員
等

オ
ン

ラ
イ

ン
(

ク
ロ

ー
ズ

ド
）

全
国

５
月

ht
tp

://
w

w
w.

ze
nh

ok
yo

.
gr

.jp
/to

p_
ki

ji/
co

ve
nq

_
r_
06

05
.p

df

10
全

国
私

立
保

育
園

連
盟

調
査

部
『

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
関

す
る

調
査

２
』

~
第

１
波

感
染

期
間

を
振

り
返

る
~
報

告
書

○
出

席
率

（
出

席
数

/在
籍

数
）

○
登

園
自

粛
家

庭
（

園
児

・
保

護
者

）
に

対
し

て
施

設
が

行
な

っ
た

支
援

○
行

事
や

保
育

内
容

の
実

施
状

況
○

保
育

活
動

を
継

続
す

る
た

め
の

具
体

的
な

感
染

防
止

対
策

の
実

施
状

況
○

市
区

町
村

の
施

設
の

開
所

方
針

○
施

設
に

お
い

て
感

じ
る

困
難

さ
や

不
安

に
関

し
て

○
 通

常
保

育
と

並
行

し
て

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

へ
の

各
種

対
策

を
行

う
人

員
的

余
裕

に
つ

い
て

○
 令

和
２

年
４

月
30

日
に

厚
生

労
働

省
よ

り
，

第
一

次
補

正
予

算
「

保
育

所
等

に
お

け
る

マ
ス

ク
購

入
等

の
感

染
拡

大
防

止
対

策
に

係
る

支
援

」
に

つ
い

て
○

 令
和

２
年

４
月

14
日

に
厚

生
労

働
省

よ
り

，
市

区
町

村
の

方
針

で
臨

時
休

園
を

行
っ

た
場

合
で

も
給

付
費

は
通

常
通

り
に

支
給

す
る

旨
の

FA
Q

を
知

っ
て

い
た

か
○

臨
時

休
園

や
登

園
自

粛
等

の
期

間
に

お
け

る
人

件
費

の
支

出
状

況

６
月

23
日

～
30

日
20

00
保

育
施

設
（

１
施

設
１

回
答

）
オ

ン
ラ

イ
ン

（
オ

ー
プ

ン
）

全
国

７
月

ht
tp

://
w

w
w.

ze
ns

hi
ho

re
n.

or
.jp

/a
bo

ut
/d

ia
gr

am
/

ty
ou

sa
.h

tm
l
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11
こ

ど
も

環
境

学
会

コ
ロ

ナ
禍

状
況

の
保

育
所

・
幼

稚
園

・
認

定
こ

ど
も

園
に

お
け

る
休

園
・

登
園

自
粛

 へ
の

対
応

と
こ

ど
も

た
ち

へ
の

影
響

に
関

す
る

調
査

 
－

中
間

報
告

－

○
運

営
状

況
（

保
育

方
針

の
判

断
基

準
，

登
園

自
粛

期
間

中
の

出
席

率
）

○
 休

園
中

・
自

粛
期

間
中

の
園

児
・

保
護

者
の

対
応

に
つ

い
て

（
連

絡
な

ど
，

負
担

感
，

問
い

合
わ

せ
内

容
，

実
施

状
況

）
○

 休
園

期
間

終
了

あ
る

い
は

登
園

自
粛

期
間

終
了

後
の

感
染

防
止

対
策

に
つ

い
て

（
登

園
時

，
ス

ク
ー

ル
バ

ス
，

工
夫

，
マ

ス
ク

の
着

用
，

消
毒

，
ソ

ー
シ

ャ
ル

デ
ィ

ス
タ

ン
ス

，
ス

キ
ン

シ
ッ

プ
な

ど
）

○
 保

護
者

の
理

解
・

信
頼

関
係

に
つ

い
て

（
群

れ
遊

び
・

外
遊

び
へ

の
保

護
者

の
理

解
，

保
護

者
と

の
信

頼
関

係
）

○
 休

園
期

間
終

了
あ

る
い

は
登

園
自

粛
期

間
終

了
後

の
子

ど
も

へ
の

対
応

の
変

化
，

子
ど

も
の

変
化

に
つ

い
て

（
外

遊
び

，
遊

び
込

む
保

育
，

ス
キ

ン
シ

ッ
プ

，
運

動
能

力
の

発
達

，
生

活
習

慣
の

醸
成

，
人

と
の

関
わ

り
，

社
会

性
，

言
葉

の
発

達
，

自
然

等
と

の
関

わ
り

，
保

育
者

と
の

信
頼

関
係

，
表

現
力

，
生

活
リ

ズ
ム

，
メ

デ
ィ

ア
接

触
時

間
，

家
庭

で
の

知
育

時
間

，
家

庭
と

の
関

わ
り

増
加

の
影

響
，

保
護

者
対

応
へ

の
困

難
さ

，
保

育
者

の
疲

弊
な

ど
）

○
行

事
へ

の
対

応
に

つ
い

て
○

現
在

の
困

り
ご

と

７
月

15
日

～
８

月
15

日
27

3
保

育
所

・
幼

稚
園

・
認

定
こ

ど
も

園
オ

ン
ラ

イ
ン

（
オ

ー
プ

ン
）

全
国

８
月

ht
tp

://
w

w
w.

ch
ild
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n-
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or
g/

?a
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m

m
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_
do

w
nl
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d_

m
ai

n&
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lo
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_i
d=
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0


